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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年７月２１日（木）１６：３０～１９：２９ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：園田大臣政務官（内閣府）、森山原子力災害対策監、山田原子力発電

安全審査課長、市村原子力安全技術基盤課長（原子力安全・保安院）、

坪井審議官（文部科学省）、加藤審議官（原子力安全委員会事務局）、

松本本部長代理（東京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

 

○司会 

東電政府合同記者会見を開催いたします。本日は事前にご案内させていただ

いたとおり細野大臣は公務のため欠席となります。また園田大臣政務官は公務

のため 17 時 10 分頃には退席をさせていただく予定です。あらかじめご了解い

ただければと思います。また本日、私ども原子力安全・保安院より安全委員会

に対しましていわゆるストレステストを参考にした安全性に関する総合的評価

について説明を行っております。現在経産省の方で記者ブリーフを行っている

ところでございますが終わり次第こちらにきて説明していただき質疑を受けさ

せていただく予定です。これはあらかじめ話をさせていただきたいと思います。

少し時間はかかりますがこちらに来て説明いただきますのでよろしくお願いし

ます。それでは式次第に従って説明したいと思います。まずは環境モニタリン

グの状況についてです。まず最初は東京電力からの説明となります。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力 

東京電力の松本でございます。それでは発電所周辺の環境モニタリングの状

況について３件ご報告させていただきます。まず空気の状況ですけども資料の

タイトル申し上げます。「福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性

物質の核種分析の結果について第 118 報」になります。「空気中の放射性物質の

核種分析の結果について第 118 報」です。こちらは発電所の西門、第二原子力

発電所のモニタリングポストの１番、昨日は３号機から見て風下が西門でござ

いましたので都合２箇所ではございますがサンプリングを行っております。ペ

ージをめくっていただきまして１枚目の裏面のところに測定結果、記載してご

ざいますけれども、いずれのサンプリング点もＮＤ、検出限界未満という状況

でございます。経時変化につきましては２枚目の裏面から記載させていただい
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ております。それから空気中のプルトニウムの分析結果も出ているので併せて

ご報告させていただきます。２枚目の表面になりますが７月４日に採取いたし

まして日本分析センターさんの方で分析しているものでございますけれどもプ

ルトニウム 238、239、240 とも今回の試料中には検出限界未満ということでご

ざいました。続きまして海水の状況です。資料のタイトル申し上げますと「福

島第一原子力発電所付近の海水からの放射性物質の検出について」ということ

で、サブタイトルが第 120 報になります。こちらは発電所の沿岸部４箇所並び

に沿岸部沖合の各地点におきますサンプリングの結果になります。ページをめ

くっていただきまして１枚目の裏面のところに第二原子力発電所の２箇所のサ

ンプリング結果がございます。経時変化につきましては２枚目以降グラフ化さ

せていただいております。なお悪天候のため第一原子力発電所周辺は測定でき

ておりません。最後、土壌の状況です。資料のタイトル申し上げますと「福島

第 1 原子力発電所構内における土壌中の放射性物質の核種分析の結果について

続報 24」となります。こちらは土壌の中のウラン、プルトニウム、その他のガ

ンマ核種等を含めまして分析の結果になります。ページをめくって１枚目の裏

面、右肩に別紙１とありますけども、まず７月４日に採取いたしまして日本分

析センターさんの方で測定してくださったサンプリング結果になります。プル

トニウム 238，239，240 ともこの表のとおり検出されておりますが、値といた

しましては通常国内の土壌に見られる程度という状況でございます。次のペー

ジが別紙２となりますが、主要 3 核種以外のガンマ核種ですが、こちらに関し

ては３箇所の測定点とも要素 131、セシウム 134、137 という核種が見つかって

おりますけども、その他の核種については検出限界未満ということでございま

す。最終ページ別紙３になりますが、土壌中のウランの分析結果になります。

６月20日にサンプリングいたしまして日本分析センターさんの方で測定いたし

ておりますが、ウラン 234、235、238 ともこの表のとおり検出されております。

なお、この検出された量につきましてはいわゆる天然に存在しているレベルと

ほぼ同程度ということで考えますので、こちらの検出に関しましてはそもそも

天然に存在するもの、若しくは天然に存在するゆらぎの範囲内で原子炉から由

来しているものという形ではないかと考えております。東京電力からは以上で

ございます。 

 

○文部科学省 

文部科学省の坪井でございます。お手元に環境モニタリングの結果について

本体と別冊ということで２つお配リしております。まず全国的調査ということ

で都道府県別環境放射能水準調査、全国の大学の協力によります空間放射線量

の測定結果、定時降下物、上水、特に大きな変化はございません。また発電所
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周辺の空間線量率、積算線量の結果、ダストサンプリング等の結果、また海域

の結果、それから海底土についても大きな変化ございません。海底土の関係に

ついては東京電力が既に発表されたものを地図の上にマップしたものでござい

ます。また別冊の方でございます。こちらは２と３と４は学校関係の調査結果

です。これについては本日の原子力安全委員会の方にご報告したものでござい

ます。まず４ページからがもともと４月には校庭の空間線量率が高かった上位

の学校について定期的に報告してきたものということで、これは既にこちらの

会見でも最新のデータはその時々発表させていただいておりますが６月23日と

７月７日の測定分をあらためて今日まとめて前回も報告しております。４ペー

ジを見ていただきますと、４月には 3.7 以上だったのが今 0.2 から 0.5 のとこ

ろに 43 校ということで、ここが一番多くなると、このように線量率が低減して

いるという状況下にあります。なおこの上の 43 校と９校の 52 校については既

に校庭の表土の除去が行われているということです。下の４校は、公立小学校

はここにないですが高校とか児童園は表土の除去が行われていないということ

で毎時１μSv 以上の値になっているという現状です。あと、ページは 10 ページ

以降に毎回４月以降のデータの推移をグラフ化したものをつけております。ま

た、３．にありますが、38 ページ以降に具体的なデータを載せております。今

回新しく新たにまとめたものでございますが、表土の除去を行った 52 校につい

て除去の前後でどのように値が、空間線量率の値がどう変化したかということ

で表にまとめております。各学校ごとのデータをずっとつけておりまして、ま

とめということは 43 ページのところになりますが、校舎外の校庭、１メートル

高の平均値が 75 パーセント減少していると、前後でそういうふうに下がったと

いうことになります。また、44 ページの方には校庭の表土の除去前後で学校の

先生に持っていただいている線量計の方の値がどのように変化したかというこ

とで平均値をとりますと前と後ではあとの方が0.65倍に下がったというような

データとしては結果が得られているというものでございます。あと、この別添

５では福島市が実際にどのような形で表土除去をしたかという具体的なやり方

が書いてありますと共に、別添６から 48 ページからはモデルとして学校を選ん

で校庭だけではなくて学校内のいろいろなところを図ってどこに放射線量が高

いところがあるかということを調べた結果、またダストサンプリングといいま

して学校の中での空気中にどのようなダストがあるかというのを測定した結果

などをつけております。概要としては、お手元の５ページのところにまとめて

おりますが、校庭の方は表土削除すると下がったんですが周囲の方についてま

だ毎時2μSvを超えるようなところがあるというのが現状でございます。また、

ダストサンプリングということでは 1 箇所だけ検出されましたが、濃度限度値

の 2,500 分の１という値だけが出たということでございます。あと土壌の濃度



4 

 

測定の中では５センチぐらい掘るとそこは表層の 1,000 分の１ぐらいに下がる

ということで、このことから線量の高いところの洗浄や表土除去による放射能

低減効果が有効であると推定されることが確認されたという中身でございます。

あとこれは全くご参考までになるのですが、福島県が独自に３つの学校を選び

ましてやはり学校の中とか通学路等でどういったところで線量率が高いところ

があるかどうか、またそこを高圧洗浄機などで洗浄すると前後でどういうふう

に下がるかかということをまとめて発表されているのが48ページ以降につけて

あります。またそれに基づいて被災者生活支援チームからもご紹介がありまし

たけども、いわゆる放射能低減化の対策に関する手引きという、これは福島県

でまとめられたものが 73 ページ以降につけてあります。このような除染活動に

ついては被災者生活支援チームの方で担当していますが、福島県に対しまして

基金という形で国の二次補正予算を積んでいましてそこの基金からこのような

除染活動に対する資金的な支援が今後行われる予定になっておるものでござい

ます。続きまして、資料の３の関係が 86 ページ以降でございます。これも従来

からご報告してきたものの最新のデータになります。４月の段階で福島県の中

で線量率が高かった上位の 55 校に、４月以降、教職員に線量計を持っていただ

いて実際に受ける線量のデータを取っているものでございます。86 ページを見

ていただくと各校の４月末からの推移はこのようになっていますが最近は比較

的値が安定しておりますが、時間平均でいうと 0.1μSv 毎時、これを１日８時

間、年間 200 日と掛算しますといわゆる年間平均ということでは 0.2mSv という

ことで、まあ 0.2 という数字は 20mSv の 100 分の１というそういったレベルが

学校での現実の推定値に今なっているという状況です。これは６月 20 日から７

月３日と、７月４日から７月 17 日までと同じような傾向です。ただ４月末から

全体にしますと平均が 0.2μSv 毎時、年間の方の値は 0.3 mSv という値になる

というものでございます。こちらも基本的には従来から安全委員会に報告して

きたものを最新のデータということになります。ただ、１つ新しいデータとい

うことでは 106 ページをご覧いただきますと、実際に先生方に線量計を持って

いただいていますが屋内にいる時間と屋外にいる時間とどのぐらいの割合かと

いうと 106 ページに掲げているようなことで、一番最初の５月頃は 2.5％ぐらい

しか屋外におられてなかったですが、最終の段階では 5.2％と、いずれにしても

まだ屋内におられて屋外の活動は制約されているという中での、先ほどの値だ

ということになろうかと思います。あと、108 ページからは新しい今回が第 1回

目になるデータですが、先ほどご説明したのはもともと福島県で線量率が高か

った 55 校、ここは４月末から線量計を教職員の方に持っていただきましたがそ

れ以外の福島県の全ての学校1641校には６月から線量計を持っていただいて同

じようにやはり測っていただいております。今回 6 月分のデータがまとまりま
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したのでその結果ということになります。108 ページの下の方になりますがやは

り 1,641 校のデータも平均化しますと平均は 0.1μSv毎時、これを１日８時間、

200 日と仮定しますと 0.2mSv ということになると。先ほどの 55 校の最新の値と

ほぼ同じような値になっている現状です。ただ１点だけ、最高の値で 1.4μSv

毎時というところが計測された学校があるのですがここを詳しく見てみますと、

注というところで小さい字で書かせていただいていますがどうも携帯電話とか、

幾つかの学校である１日だけ高い値が出ている学校がありまして、どうも携帯

電話とかパソコンの無線ＬＡＮとか無線機器のそばに線量計を置いてしまった

ということで、非常に特異な異常値が出ていると。この１番高かった学校もど

うもそういう学校だということなので、ここはちょっと注意書きという形にさ

せていただいておりまして 110 ページには各市町村ごとのデータがありますが

この最大値の 1.4 というのはある意味では誤作動が原因の値だと評価していま

す。それをのぞきますと１番大きい値は実は福島市の 0.9 mSv というのを測定

した学校が値が１番高かったというのが現状です。131 ページ以降は個別の学校

のデータをつけております。これは初めて福島県全校のものについてまとめた

ものでございまして、134 ページは一応色分けもしたうえでですね、地図の上に

マッピングしていったような状況が 134 ページです。以上が本日のお配りする

資料の中身でございます。あと若干、以前から頂いた宿題について簡単にご報

告したいと思います。先週質問いただいた質問で恐縮ですが１つは原子力損害

賠償法の資料の中で放射線被ばくによる損害の中で消防士というのがなんで入

っているのかというご質問がありました。今現在の案では本件事故の復旧作業

に従事した原子力発電所従業員、自衛官、消防隊員、警察官、又は住民その他

のものが、といったことでこういった方々が被ばくによる損害を受けた場合は

これが賠償の対象になるというような部分の中身なのですが、これはやはり自

衛官と消防隊員と警察官の方は３号機の放水作業に携わったということで可能

性としてはいろいろ考えられるということで、一応例示として挙げたと。ただ

実際に大きな被ばくを受けたというわけではないと聞いております。そういう

結果が出たからこの例示としたわけではないということですが、可能性として

一応消防隊員も入っているということでございます。それから、いただいた質

問で、1960 年代から 70 年代に国立予防衛生研究所、厚生省の研究所で子供の乳

歯を集めて乳歯の中のストロンチウムを計測していたことがあるだろうと。そ

ういったことを今回やる予定はないのかということでした。ストロンチウム 90

というのは骨にたまる、骨に親和性のある核種ということで歯の中にもたまる

ということですが当時行われていたのは非常に濃度が極めて微量であるという

ので 50人とか 100人の分の歯を集めて初めて分析が可能な量になるということ

でやられていました。ただ当時は核実験の影響ということで広い範囲が平均的
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な影響が、そういうこでの測定が年次変化で見られたということでありますが、

今回の事故の場合、個人の被ばく量を推定するという意味ではこの方法は使え

ないのではないかということで、というのが専門的な観点からの取りあえずの

見解ということでございます。個人の被ばく線量の方は福島県の健康管理調査

などでやられる、特に内部被ばくはＷＢＣによる検査ということでやるのが基

本になっているということではないかということでございます。あと、大学関

係の震災関係の予算がどうかということでございました。例示としてその次は

東京大学の例と福島大学の例がありましたが、東京大学についてはそのときご

指摘いただいた中身は自分の予算で調達したものではないということでござい

ました。また福島大学は測定器などを買っておられるようですがそれは運営費

交付金といいまして、通常経費の中から手当したということでございました。

したがって、震災関係で特に大学関係で特に手当されたものということではも

ともとそれは項目がないのでなかなか集計が難しいというのが現状だというこ

とになります。文部科学省からは以上です。 

 

○原子力安全委員会事務局 

原子力安全委員会事務局の加藤でございます。私からまず環境モニタリング

結果の評価についてということで、７月 21 日付の原子力安全委員会の１枚紙裏

表にコピーしてございます紙と、１枚目が福島県の地図になっております参考

資料を用いて説明申し上げます。資料の１番目の空間放射線量、それから２番

目の空気中の放射性物質濃度については、特段大きな動きはございません。 

３番目の航空モニタリングについてでありますけども、参考資料の 10 ページ

をお開けいただきますとこういった形で、昨日文科省から報告のありました宮

城県での航空機モニタリングの結果がでております。この10ページについては、

見れば分かるように南部それから北西部でやや高い線量分布の傾向があるとい

うことであります。問題は 11 ページから 13 ページまでの地表面へのセシウム

の蓄積量のデータの表示の仕方でありますけども、100 kBq/m2 以下のバンド一

つが、ほぼ県全域にわったっているという状況なんですけども、やはりここは

線量の方を見ると３つぐらいのバンドに渡っているわけですから、この蓄積量

についても 100 kBq/m2 未満のバンドも幾つかに分けて図示する必要があるんで

はないかというふうに考えるということでございます。 

４の環境試料の関係では、お手元の参考資料の 18 ページに、発電所周辺での

東京電力が海水中の放射性物質の分析を行った結果であります。７月 18 日採取

のものにつきましては、ポイントの３番と４番でセシウムが出ておりますけど

も、濃度限度を下回っているという状況であります。それから資料５の全国の

放射能水準調査の関係でありますけども、こちらも特段大きな変化がないとい
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う状況であります。 

２番目に本日原子力安全委員会からもう一つの紙をお配りしてございます。

今後の放射線モニタリングに関する基本的考え方についてという７月21日付け

の紙で、これも１枚で裏表にコピーしてる紙でありますけども。これにつきま

しては、事故以来行われてきているモニタリングの活動が、非常に時間は経っ

てるんですけども、かなり全体として事故直後の放射性物質の大量放出があっ

た時のモードでまだ続いているという状況であるわけなんですけども、今後に

ついては、周辺環境における影響の全体的評価であるとか、あるいは今後の被

ばく線量低減対策、あるいは更に炉の状態も見ながらではありますけども、避

難区域等の解除といったことが今後検討課題になってくるわけでありまして、

そういった検討に資する情報を得るためのモニタリングに移行していくことが

適切であるという考え方に基づいて、この紙をまとめてございます。 

１の放射線モニタリングの目的ということで、今後の放射線モニタリングが

こういったことを目的として行う必要があるということ。それから２の留意点

で幾つか掲げてございますけども、国と地方自治体、専門機関、研究所、大学

などの連携の問題、それからデータの品質をきちんと保証するという事。デー

タに分析を加えていくというようなことの必要性。またデータが非常に今後長

期に渡り収集蓄積される必要がありますし、また国内外からの検証にも耐えう

るようにということで、そのための体勢整備が必要であるということ。一方こ

れまで行われてきております緊急時モニタリングについては、地点、頻度、検

出感度などを見なおした上で、今後のモニタリングに適切に組み入れたらいい

のではないかということであります。裏面にはどんな放射線モニタリングを実

施すべきか、また留意事項ということを幾つか掲げてございます。モニタリン

グ調整会議ということで、関係省庁、横断的なモニタリング計画を今後作って

いくという事でありますので、そういった際に、こういった基本的考え方を参

考にしていただけたらというふうに考えております。 

それから３点目といたしまして、先ほど文科省からのご報告の中で学校関係

のモニタリング結果、今日安全委員会の方にご報告いただいたわけであります

けども、安全委員会では、どんな議論があったかということ若干ご紹介してお

きますと、このご報告に関していろいろ質疑があった上での斑目委員長の取り

まとめとしては、学校における線量低減対策が順調に進んでいるという事が高

く評価されると。子どもにとっての線量低減対策、まず学校からスタートして

るわけですけども、今後は市街地、公園であるとか、更には田畑など、様々な

ところでやっていかなければならないわけですけども、そういった際に、ここ

まで得られてきているデータというのが有効に役立つというふうに考えられま

すので、これまで行った線量低減対策の効果というものが良く伝わるようにデ
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ータの評価をしっかりしていただきたいというようなことであるとか。先ほど

ご紹介の中で県の対策本部がまとめた子どもの放射線量低減のための手引きと

いうことのご紹介もありましたけども、そういったものにも今回文科省が行っ

てきている、こういった学校関係のモニタリングのデータが活かされるなど、

県との連携も深めていただきたいというような取りまとめがございました。 

４点目ですけども先ほども冒頭司会の方から言及がありましたが、本日の原

子力安全委員会では、原子力安全・保安院からいわゆるストレステストの評価

手法実施計画について、第２ラウンドの説明をいただきました。前回コメント

申し上げた点について適切に対応されているということで、本日ご報告いただ

いた実施方法、実施計画で妥当であるという判断をいたしております。詳細は

後ほど保安院からご報告があるかと思います。私からは以上でございます。 

 

○司会 

次第どおりですと、このあとプラント状況についての説明になりますが、冒

頭お話しさせていただきましたとおり園田政務官があと15分ぐらいで出なけれ

ばならないため、政務官への質疑を優先して受けさせていただきたいと思いま

す、大変恐縮でございます。それではご質問のある方は挙手をお願いいたしま

す。では、そちらの方。 

 

＜質疑応答＞ 

○NHK 大崎 

Ｑ：園田政務官がストレステストについての詳細なところ、見ておられるとい

う前提ですが、これについて今日出してきたもので受けて、これまで第１ス

テップというか１次評価に関しては、期間の区切り等のいつまでにというよ

うな話が出てなかったんですけども、それに関して何か政府として時期的な

ものをお考えになるような、参考になり得るんでしょうか。お聞かせ下さい。 

 

Ａ：（園田政務官）ストレステストの１次評価についての期限という形は決して

区切っているわけではございません。ご案内のとおり再稼働の準備が出来た

ものから順次それを受け付けていくという形になってまいります。今、安全

委員会からもご評価をいただき、そしてこれから手続きに従って保安院がそ

れぞれの手続きに入っていく原子力発電所について、これから１次評価とい

うものに入っていくというふうに思ってます。最終的には、その１次評価が

きちっと安全性が、その１次評価に従って出来たものから、その再稼働につ

いての判断というものがなされるものだというふうに思ってます。したがっ

て一つひとつのものについて、いつからいつまでに、あるいはどれだけの期
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限を設けてということを、今、この評価の中に入ってるわけではありません。 

 

Ｑ：そうすると、逆に評価にどれぐらいの時間が掛かるかとか、これは森山さ

んの方に後で聞くべきなのかもしれないですけど、評価にどれくらい時間を

かけてとか、そういうことについても特に念頭にはないですか。 

 

Ａ：（園田政務官）私の立場で申し上げれば、安全性をきちっと１次評価に従っ

て出していただくということでございますので、それの期限というものはこ

の中に入っていないというふうに理解をしています。 

 

Ｑ：出す時期も事業者が判断するし、評価にかかる期間というのも必要な期間、

適切なだけ費やしていいと、そういうこと。 

 

Ａ：（園田政務官）当然ながらですね、なんと申しましょうか、だらだらととい

う話しではないというふうに思っておりますので、当然ながらきちっと適切

な検査、評価を手続きに従って項目ごとに行っていただいて、そしてそれを

速やかに保安院に提出をいただきたいというふうには思っております。 

 

Ｑ：その速やかにの意図はなんですか。なぜ速やかにというふうなところを、

つまり聞くまでもないかもしれませんが、なぜ速やかに行って欲しいという

ふうなことなんですか。 

 

Ａ：（園田政務官）当然ならきちっと項目がチェックできたならば、そこで留め

置くということにはならないわけでございますので、出来た段階から保安院

の求めに対して、それに対して報告をしてもらうというのが当然の義務では

ないかというふうに思ってます。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

他にご質問のある方。そちらの男性の方、お願いします。 

 

○ダウジョーンズ 大辺 

Ｑ：園田政務官に質問です。本日のテーマからちょっと外れてしまうんですが、

敢えて質問させてください。東電の賠償支援法案と仮払い法案で、与野党合

意と伝えられているんですが、内容的には国の責任を明確化し、仮払いにつ
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いては国が半分以上を仮払いするということなんですが、これは、東電が最

大限支払うというこれまでの方針が変わったことを意味するのでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）申し訳ございません。国会で合意をした内容について私が今

認識をしておりませんので、ちょっとお答えは差し控えさせていただきたい

と思います。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

他にご質問ある方いらっしゃいませんでしょうか。よろしいでしょうか。

よろしければ、引き続きプラント状況についての説明に入らせていただきた

いと思います。 

 

＜プラント状況について＞ 

○東京電力 

東京電力でございます。それでは、発電所の状況についてご報告させていた

だきます。まず始めに、「福島第一原子力発電所の状況」ということで、Ａ４縦

の１枚もの、裏表の資料をご確認ください。まず、タービン建屋の溜まり水の

状況でございますけれども、午前中の会見で申し上げたとおり、本日８時 38 分

に夜の森線の２回線復旧工事に伴います電源切り替えのため、水処理装置の方

を停止しております。水処理装置を停止というふうに書いてございますが、午

前中に説明させていただいたとおり、サプレッションプール水サージタンクの

水計の電源断に伴いましての自動停止ということでございます。こちらの方は、

本日 18 時半頃、電源復旧に伴いまして、水処理システムの方は稼動を再開する

予定でございます。それから、トレンチ、立坑、各建屋の溜まり水の移送状況

でございますけれども、２号機に関しましては、本日 16 時 04 分にプロセス主

建屋の方への移送を中断しております。３号機に関しましては 15 時 59 分に同

じくプロセス主建屋への移送を中断いたしております。その他、トレンチ、立

坑、建屋の水位、それから放射性物質のモニタリングの状況につきましてはこ

の表のとおりです。会見終了時に最新値をお届けさせていただきたいというふ

うに思っております。裏面の方にまいりまして、使用済燃料プールの冷却でご

ざいますが、本日電源停止の関係で、３号機の使用済燃料プールの代替冷却シ

ステム停止いたしております。８時 02 分から 14 時 52 分の間、停止いたしてお

りますが、14 時 52 分から冷却の方は再開いたしております。15 時時点の温度

といたしましては、30.7℃という状況でございました。それから、まだ電源復
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旧できておりませんが、共用プールの冷却設備に関しましても、電源が復旧次

第冷却を再開したいというふうに考えております。圧力容器の注水、それから

圧力容器の温度、格納容器の窒素ガスの封入の状況につきましてはこの表のと

おりでございます。また、その他の工事の状況につきましても、会見終了時に

作業実績をお届けさせていただきたいというふうに思っております。続きまし

て、発電所内の放射性物質の分析の状況です。資料のタイトルを申し上げます

と、「福島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質

の核種分析の結果について、７月 20 日採取分」となります。こちらは、２号機

３号機の取水口付近で高濃度の汚染水が漏出したという観点から毎日サンプリ

ングをして分析を進めております。１枚目の裏面から分析結果を記載させてい

ただいておりまして、３枚目から経時変化の方でございます。経時変化をグラ

フ化させていただきました。なお、今回昨日の測定結果に関しましては、概ね

どのサンプリング点も値としては上昇しております。海が荒れている関係で、

海の中の撹拌が行われたのではないかというふうに考えておりますが、引き続

きサンプリングを続けまして様子を観察していきたいというふうに考えており

ます。続きまして、サブドレンの分析結果でございます。「福島第一原子力発電

所タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出について」というこ

とで、７月 20 日採取分になります。これは、毎週月・水・金曜日にサンプリン

グをしておりますその測定結果でございますが、ページをめくっていただきま

して、１枚目の裏面のところに測定結果でございます。本日は、１号機の方の

サブドレンのセシウムの量が上昇しておりますが、こちらに関しましては、以

前見られたように、雨水の流入ではないかというふうに考えております。引き

続き、明日以降のサンプリング結果を参照していきたいというふうに考えてお

ります。その他のサンプリング点につきましては大きな変動はございません。

続きまして、本日、報告書を１件提出いたしましたので、ご報告させていただ

きます。皆さまのお手元に「福島第二原子力発電所における緊急安全対策に関

する実施状況報告書の補正について」ということで、資料をお配りさせていた

だきました。こちらは、保安院さんからの指示によりまして、緊急安全対策の

実施状況につきまして、５月 20 日に報告書を提出いたしましたが、その後、浸

水対策の実施内容の充実、それから全交流電源喪失時に使用する負荷の端数の

見直し等のため、実施報告書の記載を一部補正を行いまして、本日提出させて

いただきました。補正の状況につきましては、お手元の資料の３ページ目から、

補正前補正後ということで、比較表の形で書かさせていただいておりますけど

も、主には小数点の切り上げないしは四捨五入のやり方を安全側に評価し直し

たということでございます。なお、報告書本体につきましては、後ほどホーム

ページにアップする予定でございますので、そちらの方をご確認ください。そ
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れから、体調不良者のご連絡を２件させていただきます。１つは、本日 10 時 40

分頃、発電所の構内のグラウンド付近で、マイクロバスから降りられた協力企

業の作業員の方が、体調不良を訴えられましたので、免震重要棟の医務室で診

察治療を受けた後、Ｊビレッジの方に搬送いたしまして、その後そちらの方か

ら総合いわき共立病院の方に救急車で搬送いたしました。なお、こちらの方は

60 歳代の男性でございまして、まだ診断結果という意味では出ておりません。

なお、この方は体調不良を訴えられて免震重要棟に行かれた際に、一時的に 10

分程度でございますが全面マスクを外されています。したがいまして治療が終

わりましたら、ホールボディカウンターでの内部被ばくの測定を行う予定でご

ざいます。なお、現場のダストの分析結果でございますけれども、検出限界未

満ということでございますので、内部取り込みの可能性は小さいというふうに

判断いたしております。それからもう１点は、先日７月 19 日に体調不良の方が

発生したということでご報告させていただきましたけれども、この方につきま

しては、総合いわき共立病院のお医者様の診断の結果、不明熱ということで診

断結果が出ております。熱中症ではなかったということでございます。ウイル

スの感染等による発熱の可能性ということが高いということで、抗生物質の治

療を行っているという状況でございます。それから、最後になりますけども、

皆さまのお手元には当社社長が、青森県それから新潟県を今後訪問するという

ことで、改めてお知らせさせていただいております。東京電力からは以上でご

ざいます。 

 

○司会 

以上で、説明を終わりにさせていただきたいと思います。これから質疑に入

ります。毎回お願いしておりますが、質問をされる際にはできるだけ冒頭にま

とめていただくようお願いします。また、説明に対します再質問の方はお受け

したいと思います。質問の際には所属と名前を述べていただくとともに、誰に

対するかの質問かを明らかにしていただくようお願い申し上げます。それでは

ご質問のある方は挙手をお願いいたします。では、そちらの男性の方。 

 

＜質疑応答継続＞ 

○フリー 木野 

Ｑ：１点確認なんですが、東京電力松本さんに。今日の水処理装置の停止が、

ここに夜の森線による電源切り替えのためというふうに書いてあるのですが、

理由というのはこれでよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）夜の森線の２回線工事を本日実施しておりまして、その際に負荷で
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ございます水処理システムの中のサプレッションプール水サージタンクの水

計の電源が今回停止したということが原因でございます。なお、こちらに関

しましては、午前中の会見でご説明させていただいたとおり、水処理システ

ムそのものの停止は本日の午後３時半を予定しておりましたけれども、そち

らも夜の森線の復旧工事に伴う電源切り替えの予定でございました。 

 

Ｑ：夜の森線の切り替えによるというよりは、プールの電源が落ちたことによ

る全停止だと思うんですが、この辺ちょっと正確に書いていただかないと後

ほど確認ができなくなるのでお願いできますか。 

 

Ａ：（東電）ちょっと質問の趣旨が分からなかったんですけども。 

 

Ｑ：夜の森線の電源切り替えのために止まったというよりは、電源を止めたこ

とによるサプレッションプールサージタンクの方の水位計が落ちたことで全

停止したのでと思うので、この辺を正確に書いていただかないと後ほど確認

が困難になるのでお願いできますでしょうか。 

 

Ａ：（東電）この状況もそうでございますけれども、こちらの方で別途公開して

いる資料等も修正したいと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。止まった水処理の装置は復旧はしたのでしょうか。その後

再開は、再起動は。 

 

Ａ：（東電）先ほど申し上げたとおり、18 時半の電源復旧に合わせて復旧する予

定でございます。 

 

Ｑ：分かりました。確認は後ほどですね。分かりました、ありがとうございま

す。 

 

○司会 

ご質問のある方。はい、じゃそちらの方、それで次に前の方お願いします。 

 

○NHK 大崎 

Ｑ：度々すいません。学校の線量調査の件で、文科省の坪井さんと安全委員会

の加藤さんにも後でお伺いするかと思います。まず、県内の全学校を対象と

した調査の方ですけども、さっきはご説明があって、0.9μSv/h というふうな
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のが最大でしたというようなご説明があったんですけども、これまでもずっ

とやってきて比較的高かった所というのが、対策が進んできて、今大体 0.1

ぐらいまで抑えられてるってことを考えると、その同じ福島市内っていうこ

ともあってかちょっと高く映るんですけど、全体的な傾向も含めてですけど、

今対策っていうのが必要なのかどうかっていうことですね。あと、年間１ミ

リというふうなことを１つ目標としてたと思うので、それに対しては今どう

いう状況にあると考えておられるのかということですね、教えてください。

あと、通学区域全体のモデル調査だと思うんですが、こちらでいわゆる通学

路ですとか公園辺りは、周辺含めて若干その対策を取られた学校よりは、や

はり２マイクロ前後の数字が出ていったりするのですが、この全体の被ばく

量評価みたいなものっていうのは、その生活時間みたいなものも考慮した上

で出せるんでしょうか。基本的なことなんですけど 50 センチと１メートルっ

てどっちをどう見たら、どう比較したらいいのかっていうことを、基本的な

ことで恐縮ですが教えてください。あと、土壌中の濃度も調べておられて、

恐らく対策未実施の所というふうなことですけど、それで見るとやはり、10

の３乗オーダーの所もあったりとかして、これに関しては追加で例えばこう

いうまだ対策してない部分があったらやった方がいいのかとか、そういうこ

とについて教えてください。安全委員会の加藤さんには、この特に、文科省

の坪井さんにもですけど、これは県内の簡易線量計を用いた積算の方の数字

の話なんですが、要は学校からの屋外での活動が時間としては延びてきてい

るというふうに映るんですが、まだ０っていう学校が依然として多いという

所があって、この辺りがなぜ０なのかということと、減らないのかというこ

とですね。それから、屋外に活動していくということが子供さんたちにとっ

てはやっぱり成長の中では重要なことだと思うんですが、実際そういうこと

にもっていくために何が必要かということについてご見解をお聞かせいただ

けますでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）文部科学省でございます。まず第１点目は全体的な対策のご質問

だったかと思います。学校全体今このような値ではあるのですけども、別途

６月に福島県が、校庭の空間線量率を計った段階では、例えば１μSv 毎時以

上の学校はまだ 300 幾つありました。国の方では、１μSv 毎時以上のところ

については校庭の表土削除について財政的支援をするという方針を設けてお

りますので、校庭の表土に関してはまだ対策が必要な学校があると思います

し、県とか市町村は更に、１μSv 毎時以下のところでも表土の除去をしてで

きるだけ線量率を下げるという取り組みが進められると承知しております。

そういったところに対して、そういった対策はまだ進められていくことがあ



15 

 

ろうかと思います。一方、学校の校庭だけではなくて、学校の中で側溝みた

いなところとか、木が植えてあって木の下のところがまだ高いとか、いわゆ

るミクロなホットスポットみたいなところがそれぞれ学校にあると、これは

今回の福島県のモデル調査や、原子力機構でやったモデルの学校での調査の

中でも、まだ比較すると高いところと、比較的に高いところをやはり下げて

いくという努力の対策っていうのは必要ではないかというふうに思っており

ます。それから、年間１mSv を目指す、これは５月に文部科学省の方で示した

目標であります。それから見ると、今のところ８時間、200 日ということでは、

今現在の測定からの推定値は満たしてるようにも見えますが、ただやはりあ

くまでも、屋内にいらっしゃる、屋内に相当時間いるという前提の中なので、

これを校庭の線量率が下がることで屋外に出て、屋外に出てもこの目標が保

たれるということも非常に重要だろうと思います。これは、一番最後の頃の

ご質問にありましたけれども、やはり校舎の中だけで生徒さんが過ごすとい

うのは、精神的な面から見れば必ずしもいいこととは思えないので、やはり

のびのびと校庭で遊べることも含めて、それでも受ける線量が低いレベルで

収まるということ、両立するということがもっとも大事なのではないかと思

います。それから、学校の外についてでございます。公園ですとか通学路の

問題があると思います。ここでの除染に関しては、国としては内閣府の方で

予算、基金、こういった活動に対する支援を行える基金に対しての第２次補

正予算が組まれております。そういった基金を使いまして、福島県の方で学

校の外、通学路とか公園とか子供の行くところを中心にそういった除染活動

を資金的に支援していくというスキームがありますので、そういった活動が

進んでいくということがあるのではないかと思います。あと、50 センチと１

メートルというのは、これは４月の暫定的考え方の時に、中学校については

１メートルの高さを基準としようと、小学校と幼稚園、保育園については、

お子さんがやはり身長が小さいので、50 センチの高さの線量率を基準にしよ

うということで、その時に区別をしたものでございます。それから、土壌中

の濃度の話もこれもある意味では、学校の外とか、学校の中も含めて、ある

意味全レベル、平均的なレベルとか周囲に比べて高いところがあれば、その

高いところを減らしていくということで、全体が減っていくということにつ

ながるということではないかと思います。大体、以上です。 

 

Ａ：（原安委）原子力安全委員会ですけども、私どもへのお問い合わせというこ

とでは、依然として屋外活動が０の学校の数が多いんだけども、外での活動

を増やすにはどうしたらいいだろうかというお問い合わせだったかと思いま

すけども、今日も委員会にご報告していただいた際に、これまで４月から始
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まって多くのデータは集まってきてるわけであります。対策を講じる前のデ

ータから対策を講じた後のデータまであるわけで、したがってそういう中で

今日委員から出たコメントの中でも、そういったデータをもとに文科省とし

て今後についてどういう考えを持ってるのか、そろそろそういうのを聞く機

会になってきているのではないかと。また、それにあたってはこれまでの非

常に大量のモニタリング結果について、今日は併せて文科省の方が行ってい

る専門家からのヒアリングのご報告もあったわけなんですけれども、専門家

にもこういうデータを見てもらって、どういうことが学校現場に対して情報

発信できるのか、まとめて情報発信していただくことが大事ではないかとい

うふうに思っています。 

 

Ａ：（文科省）一つお答えし忘れました。なぜ学校の校外活動をゼロに制限して

いるかということですが、基本的には校長先生の判断があるんだとは思いま

すが、やはり保護者の方のご意見で、まだ校外活動について心配する声があ

るという中で、その中で校長先生の方が校外活動ゼロという判断をされてい

る例が多いのではないかと推定されます。 

 

Ｑ：これ、その件で結局やはり保護者の方々にどうやって安心とまではいかな

くても判断していただける環境を作っていくかというところが大事だという

ことだと思うんですが、今結局基本的な考えだけが示されて、あとは学校な

り保護者なりが判断してくださいというような状況になってしまっていない

かっていうことが１つ懸念としてあるかと思うんですね。せっかくいろんな

形でモデル事業でも何でも含めて、専門家の方たちが行かれて、モニタリン

グをされたりというようなこともあると思うので、そういった方たちが例え

ば現場に出て行って、一緒にこうですよと教えるよりは考えていくっていう

ようなですね、どういう基準をもってやっていくべきだろうかということを

専門家の人なんかが現場に入っていくというようなことをですね、国として

後押しするようなことができないだろうかというこれはちょっと個人的なも

のなのかもしれないですけれども、文科省の坪井さんいかがでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）はい、あの非常にいいご提案だと思います。今、現実には日本原

子力研究開発機構の方ではそういった会に積極的に出て行こうというような

活動が始まっていると承知しております。できることを国としてもできるこ

とを実施していきたいと思っております。 

 

Ａ：（原安委）はい、今大崎さんからご質問あった点、大変重要なことだと思っ
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ています。実はいつだったか、昨日だったか一昨日だったか前回ですかね、

安全委員会の方で今後の放射線防護の考え方というペーパーまとめたことを

こちらでもご報告しましたけれども、その中でも一番最後の方に放射線防護

の人々の参加の支援ということが上がっていて、その中で具体的にやること

の大事なこととして、専門的なアドバイザーを現場にできるだけ多く供給す

るというか、そういうことを国なり何なりとしてやっていくことが重要だと

いうことを思っております。その際には確かに原研機構とか、大学の現役の

方というのも確かに候補ではあるんですけれども、現役の方それぞれお仕事

抱えられてるわけですから、あるいはこういった分野、放射線管理とかでの

経験があって今第一線引退されてる方なんかからボランティアを募るという

かですね、まぁボランティアを募らなくても出てくるのがボランティアなん

ですけれども、そういった方々の力もお借りするというようなことも是非政

府では考えていただけたらというふうに思っております。 

 

○司会 

それでは。 

 

○読売新聞 今津 

Ｑ：読売新聞の今津です。東京電力の松本さん、先ほどの説明の中で、体調不

良の方の説明があったんですけれども、私の聞き間違いかもしれませんが、

今日グラウンドの所は３人とおっしゃったような気がするんですが、60 代の

方お１人のマスクを外したことがあったと、ちょっとここのご説明をもうち

ょっと詳しくお願いします。それと、今加藤さんボランティアの話をちらっ

とされたんですが、それは一時期注目されて最近話が聞こえなくなっていま

すが、シニア隊の方々の中とか、そういったものもイメージされているんで

しょうか。 

 

Ａ：（東電）はい、失礼いたしました。本日 10 時 40 分ごろ体調不良を訴えられ

たのは 60 歳代の男性おひとりでございます。 

 

Ａ：（原安委）はい、あのシニア隊の方は発電所の中のいろいろな範囲について

のボランティアということなんですけれども、やはり同じような発想でです

ね、こういった市民の生活空間の中の放射線量の低減、除染活動、既にやっ

てらっしゃる方々も何人かいらっしゃいます。そういう輪が広がっていくこ

とが、これからのこと考えると非常に重要ではないかというふうに思ってい

ます。 
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Ｑ：具体的なアクションとしては何か安全委員会の方としては何かおありでし

ょうか。 

 

Ａ：（原安委）すいません、安全委員会としては行政官庁ではないので、自分は

実施しませんのでそれはやはりそういった職能団体なりなんなりと近い役所

でお考えいただけたらと思います。 

 

Ｑ：近々そういう形でどこかに安全委員会からどこかにこういうふうにしたら

どうかという提言なりされるお考えあるのでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）それはもうこないだの基本的考え方で書いてありますので、それ

を受けて行動していただけることを期待しております。 

 

○司会 

はい、ご質問ある方。じゃあそちらの女性の方。続いて男性の方お願いしま

す。 

 

○共同通信 佐分利 

Ｑ：共同通信の佐分利と申します。文科省の坪井さんにお伺いしたいんでござ

いますけれども、小学校のモニタリングでですね、55校を除く1641校の中で、

この 0，9の最大値の具体的な場所を教えて欲しいのと、先ほど 1.4 が誤りだ

ということでしたが、具体的にどのように誤作動があったのか教えていただ

けますでしょうか。それと、積算線量 1 ミリ超えてるところが２校あるとい

うことだったんですが、具体的にどこなのか、あと先ほどの質問と関係ある

かもしれませんが、55 校で 1 ミリがなくなってるのに、まだその他の学校で

多いというこの差をもう一度説明していただけますでしょうか。お願いしま

す。 

 

Ａ：（文科省）ええと、110 ページをご覧いただきますと、１.４というのは会津

若松市のところで、この学校、ここはもともと線量率が低い中でなぜ出たか

ということですが、パソコンの無線ＬＡＮのところに線量計を置いてしまっ

たということで、ある一日の値が他の日の 100 倍以上の値が出ていて、どう

もおかしいということで、ただ記録としてはあるのでこの表の中では米印を

つけて、一応ここが報告された中では最高ということで記録はさせていただ

いております。それを除くと 0.9、の 0.9 は福島市の一番上の欄を見ていただ
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くと福島市で 0.9 というところがあります。ここは保育園なのですが、空間

線量なんかで見ても、大体 2 くらいの前後のところなので、55 校以外の中で

はここがまだ対策なども余りとられていないということで、高くなっている

ような状況にあるということでございます。したがってこの前のページで１

mSv 以上の２校と書いてますが、これはこの１.４のところも含めてなのでこ

の学校と福島市の保育園ということになります。 

 

Ｑ：すいません、そちら具体的な名前とかこれまで公表というか自分の所はそ

うなのかということは確認できるんでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）この後ろの表で全部名前挙げてますので、その中の番号を今確認

いたしております。 

 

○司会 

その間次の方。よろしいですか。それでは次の方お願いします。 

 

○NHK 田辺 

Ｑ：NHK の田辺と申します。東京電力の松本さんに大きく３点質問があります。

まず１点目ですが、午前中の会見でもありました、一号機原子炉建屋の水位

状況ですが、午前中の段階では丸一日で大体 45 センチの上昇ということでし

たが、現状最新値で水位上昇の状況どうなっているかということを教えてく

ださい。でまたその評価についても教えてください。２点目ですが、午前中

に発表ありました水処理装置が予期せぬ停止を迎えたことについてなんです

けれども、予定どおり今日の６時半までに停止したとしまして、その後も全

く停止せずに流量が 37ｍ３／ｈで稼働したら一週間で大体稼働率 71％ぐらい

になるんですけれども、今週の目標としていた達成率 70％の達成見込みがど

うなるかについて特にそのフラッシングなんかで今週も停止を予定されてる

と思うんですが、その辺りの状況を教えてください。また、水処理の稼働率

が上がらない事について、ちょっと先の話になるかもしれませんが、汚染水

の処理について全体としてどういう影響があるのか。例えば何かの、作業が

遅れるですとか。こういった作業が進められないですとか、作業全体に対し

て汚染水の処理稼働率が上がらないことに対する影響についても、教えて下

さい。関連で合わせまして、サリーについてなんですけども。これもちょっ

と最新の状況で、今回のなかなか定格流量上がらない。稼働率が上がらない

という状況を受けて、運用をどのようにされるのかということ。運用時期も

含めて何か予定されていることがあれば、教えて下さい。というのが２点目
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です。で、３点目ですが、今日発表されました。サブドレンからの放射性物

質の検出についてです。１号機の値ですが、先ほど会見では雨水流入だとい

うふうに判断されてるとおっしゃってらっしゃいましたが、その辺りどうし

て雨水流入と評価されたのか。例えば、地下階からの漏出があって、それが

ごく微量サブドレンに入ったとしても恐らく濃度としては上がると思うんで

すが。その辺りの定量的な評価についてどういった根拠でされたのかという

を教えて下さい。以上３点です。 

 

Ａ：（東電）はい。１号機の原子炉建屋の水位の最新値はまだ、手元の方に来て

おりませんので、会見終了時までにご説明できればというふうに思っており

ます。それから、水処理の稼働率の件でございますけれども。午前中の会見

でご説明させていただいたとおり、37ｍ3/h での、連続運転 24 時間したとし

ても最大値としては 74％でございます。したがって、本日７時間程計画外で

停止したことで、３％減になりますので、頑張っても 71％程度というふうに

なります。したがって、今後フラッシング等で水処理の稼働率等は低下する

ことが予想されますし、一方、今後まだ対策取れてませんけども、処理量の

単位時間当たりの処理量向上が出来れば、その分は回復できるというふうに

思っています。いずれにしろ水処理の稼働率つきましては、週単位で評価し

ていきたいというふうに思っておりますので。日々こういった上り下りが。

下がった方ばかりでございますけれども。少し週単位で評価していきたいと

いうふうに考えています。なお、稼働率が上がらない影響でございますけれ

ども、こちらに関しましては、昨日も申し上げたとおり。今のところは大き

な影響ということでは特に考えておりません。稼働率が 55、ないしは 37ｍ3/h

程度でございますけれども、滞留水の処理と致しましては減少しております

ので、そういう意味では少しこの処理も時間がかかるというような事は影響

としては考えられると思っております。それからサリーの方の状況でござい

ますけれども、サリーに関しましては引き続き設置工事の方を進めておりま

して、試運転等の状況を踏まえて、運用の方法については考えたいというふ

うに思っております。それから、サブドレインの状況でございますが、こち

らに関しまして昨日のサンプリング結果、指示の値が上昇しております。こ

れは１号機に関しまして、グラフを見ていただきますと、５月 30 日頃、それ

から６月 23 日頃も同じように上昇している傾向がございまして、こちらもそ

の時期にはかなり多めの雨が降ったという事が確認されています。したがい

まして、今回の上昇もその影響ではないかというふうに判断いたしておりま

すが、今後、明日以降ですね、指示値が上昇してくるという事があれば漏え

い等の関係が懸念されますけれども、少しサンプリングを継続して様子を見
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る必要があるのではないかというふうに考えております。 

 

Ａ：（文科省）文部省ですが、先ほどのご質問の件ですが。112 ページの 48 番の

風の子保育園でございます。福島市でございます。 

 

Ｑ：すいません。サリーの件ですけども、これ導入時期はまだ決まってないと

いうことでしょうか。 

 

Ａ：（東電）はい。８月上旬の運用開始を今のところ予定いたしております。 

 

Ｑ：あと、すいません。サブドレン水の件ですけども。今の答えですと、その

いわゆる定量的な評価ではなくて、定性的に雨が降った時に上がっているの

で、今回も雨ではないかというふうにお考えになっているという。 

 

Ａ：（東電）はい。今回も比較的多い雨が振りましたので、５月 30 日頃、それ

から６月 20 日頃と同様の傾向ではないかというふうに考えています。 

 

○共同通信 佐分利 

Ｑ：すいません。そうしましたら、先ほどの年間線量の積算が１ミリ超えてい

るところの２校っていうのは、どこかは分かりますか。 

 

Ａ：（文科省）すいません。１つは今申し上げた 48 番の保育園で、もう１つが

ですね。これは値が正しくないので、結局超えてはいないとなるんですが。

1,405 番の中学校でございます。ここに注書きで書いてありますように、１ヶ

月間の 205 の内、ある特定の１日で 193 という異常値が出てるので。合計確

か１番高くて、年間平均直すと１mSv 以上となるのですが、これはもう間違い

なく間違いだろうという事を判断しておりますので。したがって、ここの書

き方なんですけれども。現実には１つだけだと思っております。 

 

○司会 

ご質問ある方。では、そちらの男性の方お願いします。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：東京電力松本さんに、今のすいませんサブドレンの関係なんですが、１号

機上下しているのと２号機上下してるのは、なぜ同じ雨が振っても片一方だ

け上がって、片一方だけ上がっていないのかという事が時々あるのかご説明
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いただけますでしょうか。というのと、文科省坪井さんに。この学校の屋外

の活動時間なんですが。線量なんですけれども、屋外で動いている間にどの

ぐらい線量を、被ばくしてるかという数字はでるのでしょうか。というのと

ですね。先ほどの無線ランの隣に、線量計を置いていたというお話がありま

したが、そうすると先生によっては時々線量計を付けてない事があるという

ように思えるのですが。きちんとその、つけているかつけてないという確認

はこれは先生方の自主的な報告に任されている事でしょうという事でしょう

か、以上お願いします。 

 

Ａ：（東電）はい。まず東京電力からお答えさせていただきますが。サブドレン

の放射性物質の濃度の状況につきましては、これまで科学的にといいますか

合理的に何か説明できるような状況になってはおりません。傾向と致しまし

て、１号機に関しましては降雨の影響が比較的顕著に出るということがござ

いまして、先ほどのご説明のとおり、５月 30 日の段階ですとか、６月 20 日

前後、それから昨日というようなところにございます。また、２号機ですと

かは、比較的落ち着いた状況になっているという事になります。また、３号

機・４号機も５月 30 日頃には一時的な上昇が見られましたけれども、その後

は比較的落ち着いている状況でございまして、こちらに関しましては雨水に

よります上り下りもございますが、10 の６乗のオーダーの放射性物質が出て

来てないという事を監視するためのサブドレンの監視でございますので、こ

の指示値が上昇し続けるという事でなければ問題ないものと判断いたしてお

ります。 

 

Ｑ：分かりました。ただ今回も雨は降っているんですが３号機は上がっていな

いとの状況がある事考えると、実際に何が原因で上がっているか確認する必

要があると思うんですが、ボーリング等というのは直近ではやる予定という

のはありませんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）はい。今のところボーリングの予定はございません。繰り返し申し

上げますけれども、このサブドレンの核種分析の結果は、タービン建屋の高

濃度の汚染水が、地下水側に出てきてない事を確認するために実施しており

ますので、比較的１号機に関しましては雨水の影響が大きく受けやすいとい

う傾向がございます。したがいまして、この値がどんどん上昇してこない限

り測定の目的としては達しているというふうに判断しています。 

 

Ｑ：分かりました。あともう。 
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Ａ：（文科省）文科省です。今回の記録は始業時と就業時に一日２回記録いただ

く形でやっておりまして、それと一日のうち屋外にどのくらいいたのかとい

うのを報告いただいてるので屋外に出る時と戻ってきた時という形の記録は

ないので、残念ながら屋外だけのデータだけっていうのは把握する形ではや

っておりません。あと基本的には着けていただくというのをお願いでやって

おりますので着けていただく方におまかせをしているということにはなりま

す。ただ外してパソコンのところに置いたのか腰に付けていただいているな

かでそのパソコンの側にこう例えば机で他の人のパソコンのとこによってな

ったのか他の人の携帯電話かとかでなかなかこの辺が評価が難しいところで

ございまして今回の場合はご本人が確かにどうも置いてしまったことで分か

ったんですが、幾つかやはり本人は分からないんだけれども特定の日だけ高

い値が出ているというケースもあるので、なかなか評価が難しいとこでござ

います。説明会ではもともとこのポケット線量計は携帯電話のそばに近づけ

ないで下さいという説明書もあって最初の説明会ではそういう注意点は一応

説明しておりますとともに 55 校の時にもこういう事があったので、一応注意

というか注意喚起はしているつもりでございます。この会津若松市の学校も

一番、第一週目でちょっと値が出ていて、その後は注意をされていて出てい

ないのかもしれません。状況としてはそういう感じでございます。 

 

Ｑ：すいません、そういう事を考えるとやっぱりですね、１つの学校に１つの

線量計で１人の先生というのは非常にデータの信頼性が疑わしいものが当然

これからも出てくるのではないかと思うのですが、複数にというのは考えら

れないんでしょうか。複数にしないとその先ほど安心ができないので屋外の

活動を制限したり、まだ出ていない学校があると現状 19 校あるんですがそう

した学校に対しての説明というのが出来ないと思うんですけれども、その辺

いかがでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）実は補正予算の方ではですね、もっと幅広く今配る計画を進めて

おりますので、補正予算の成立後ですとそういう対策を講じられるのではな

いかと対応が出来るのではないかと思います。 

 

Ｑ：そうすると秋以降９月 10 月とかになるということでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）成立以降ですね。 
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Ｑ：遅いとは思われませんか。ちなみに。 

 

Ａ：（文科省）この 1人 1個で持っていただいている事の信頼性がそれほど低い

とは思っていないです。確かに 1 校の中でですね、ある 1 日でこういう特定

の値が出ても改善をされているという事も見られますので、今現在はこの値

で大体傾向が把握するということについては、完璧ではないかもしれません

けれどもそんなに信頼性が凄く低いということでもないのではないかと思っ

ております。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

他にいかがでしょうか。はいそちらの男性の方。 

 

○読売新聞 井上 

Ｑ：東京電力に西澤社長の訪問の件でお伺いしたいんですけど、青森の方を見

ると青森県知事は入ってないんですけれども。会うような日程には。もとも

と距離的に難しいので今回はやめたのか、お願いしたんだけど日程の都合が

つかなかったのか、この辺を教えてください。それともう一点、ぶらさがり

の日程も決まっていれば併せて教えてもらえませんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）青森県の県庁の方でございますけれども今回は日程の調整がつかな

かったことから六ヶ所村、東通村、むつ市の３箇所ということになっており

ます。ぶら下がりに関しましては東通村の挨拶後には多少の時間があれば取

材に応じることは可能でございます。 

 

Ｑ：新潟の方のぶら下がりはどうですか。 

 

Ａ：（東電）新潟に関しましてもこちらに関しましては刈羽村、それから新潟県

の挨拶後に時間的に余裕がございますと可能と判断いたしております。 

 

Ｑ：すいません、青森の方に戻って恐縮なんですけど青森県知事は今回調整し

たんだけど難しかったという理解でいいんですね。 

 

Ａ：（東電）はい、そうです。今後、日程の調整等つきましたらお会いさせてい

ただきたいと思っております。 
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Ｑ：ありがとうございました。 

 

○司会 

他にご質問いかがでしょうか。はい、ではそちらの方。 

 

○NHK 石川 

Ｑ：安全委員会の加藤さんと文部省の坪井さんにそれぞれ質問があるんですけ

ど、NHK の石川と言います。安全委員会の加藤さんにはですね、ちょっと確認

になるんですけども今の福島県の状況といいますかどこが緊急時被ばく状況

でですねどこが現存被ばく状況かと言うのを地域別にちょっと安全委員会の

考え方をもう一度確認の面で言っていただけますでしょうか。それから緊急

時被ばく状況から現存被ばく状況への移行ということについてですね、安全

委員会としてはどのような基準で評価なさるおつもりかと言うことと、現存

被ばく状況にある地域においてはですね、20mSv から１mSv ということで安全

委員会としては限りなく１mSv に近いところを目指すという事でよろしいん

でしょうかという３点をお願いします。それから坪井さんの方に昨日安定化

ヨウ素剤を配布した区域と地域、町、村というのをおっしゃっていただきま

したけどその際ですね実際住民に対して渡されて住民が実際にそれを適用し

たというのはどの町、村になるんでございますでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）はい、原子力安全委員会として、ＩＣＲＰが言ってる緊急時被ば

く状況にあたるのがどこ、現存被ばく状況にあたるのがどこという別に色分

けをしている訳ではないんですが、現実に行われている放射線防護の措置が

ＩＣＲＰが言ってる緊急時被ばくの考え方によっているかあるいは現存被ば

く状況によっているかということで言えば、避難地域、計画的避難地域にな

っているところについては緊急時被ばく状況の考え方で放射線防護措置が行

われていると。一方今回施設から出た放射性物質によって通常より放射線レ

ベルが高くなっているところ、ここについては現存被ばく状況にあるという

ふうに考えております。それであと今現在、緊急時被ばく状況のところがど

うなれば現存被ばく状況にというふうに移行できるかという事ですけれど一

つは線源がコントロールできていることということがありますので、原子炉

の状態が、放出なりなんなりが管理された状態になるということが必要であ

りますし、線量が、年間の線量が 20mSv を下回るということが必要であると

いうふうに考えます。現存被ばく状況下で放射線防護を最適化するために参

考レベルというものを設けて対応していこうというのがＩＣＲＰの考え方で
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すけども、参考レベルをどういうふうに設けるかという事については１から

20 mSv/年の中の下の方という事をＩＣＲＰでは言っている訳であります。し

たがいまして今後実際にそういう状況の中でどういうところに参考レベルを

設けるのかこれについては、いわゆるステークホルダー、関係者が議論をし

てできるだけ皆さんの納得が行くようなレベルに設定していくということが

大事だと思います。当初はある程度の値にならざるを得ない状況のところも

あると思いますけど、そういった場合でも段階的にそういったものを下げて

いって、時間はかかろうとも長期的には１mSv を目指すと言うふうにすべきだ

というのがこないだ出した19日に出しました基本的な考え方についてで述べ

ているところであります。 

 

Ｑ：そうしますと例えば福島市とかですね、現在は現存被ばく状況ですかとい

う事で安全委員会としては、例えば福島市については年間、現段階ではどの

くらいの被ばく線量というのを目標にすべきだとお考えになっていらっしゃ

るのでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）そこについては、安全委員会としてどうだと言うことではなくて、

むしろ福島市なりなんなりで、線量低減のための除染活動などを展開されて

いく際に、実際に住んでいる住民の線量をどれくらいにしようかと言うこと

をですね、市民、市当局などでお話し合って決めていただくというものだと

考えております。国で画一的に現存被ばく状況についてはいくらにすべきだ

というのを画一的に決めるというのは、むしろこのＩＣＲＰの考え方には沿

っていないと。現にそこにある状況に応じて、出来るだけ関係者が多く参加

する形で、参考レベルを決めていくのがＩＣＲＰの考え方だと承知しており

ます。 

 

Ｑ：そうしますと、安全委員会の考え方は、それぞれの自治体においてですね、

今後の線量の低減目標みたいなものを定めて、具体的な措置を取っていくべ

きだというお考えなのでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）だから、本来ならば、そういう形で線量低減策をとって行くこと

が望ましいと思います。そうすることによって、線量低減策の効果も見えて

くるわけですし、また逆に対策をとった後の状況でも、その全体の集団の中

で線量が高いグループについては、更に線量を下げる努力を、そういったグ

ループについては優先させるということが必要になるわけですから、本来は

そういった形で行っていくのが望ましいと思います。 
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Ｑ：本来は、と言うと、本来はそうなんだけど今はなっていないという意味な

のでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）つまり、私が知っている限りでは、参考レベルというのを明確に

設けて対応している状況っていうのは、なかなか見受けられないのでないか

というふうに感じているところです。 

 

Ｑ：すみません。先ほどの件はヨウ素剤の配布の件は保安院の方でお答えいた

だきたいと思います。 

 

Ａ：（保安院）保安院でございます。ヨウ素剤の配布につきまして、昨日支援チ

ームの方から聴取した内容をご説明を申し上げましたが、実際に服用された

かどうかについて具体的な状況を持ち合わせておりませんので、また改めて

確認してご説明申し上げたいと思います。 

 

Ｑ：そうしたら、ついでに配布したときに、住民に服用させるという事で配布

したのか、具体的に自治体に対してどのような指示、あるいはそれぞれの自

治体に対して指示内容が違っているかもしれませんので、もしもそういう事

が分かりましたら。後、結果として服用したのかどうかというところが分か

りましたら、後で結構でございます。 

 

Ａ：（保安院）分かりました。 

 

○司会  

他にご質問ございませんでしょうか。では、そちらの男性の方。 

 

○ブルームバーグ 岡田 

Ｑ：2日前の会見でですね、松本さんに累計の放射性物質の放出量は発表されな

いのでしょうか、という事をお伺いした時に、今後評価する事になるとおっ

しゃっていたんですけれども、いつ頃累計の放射性物質の放出量というのは

発表されるご予定でしょうか。 

 

Ａ：（東電）今のところ、まだ具体的な予定の日にちは決まってございませんが、

評価の方法等含めて検討しているところでございます。 
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Ｑ：すみません。４月 12 日以降ですね、累計の数字というのは発表されていな

いのですけども、それは確認になるのですけども、発表されていないのは当

初出た量が支配的でそれ以降出たものに対してはそんなに影響を及ぼすもの

でないからという事ですかね。 

 

Ａ：（東電）はい。評価自身が非常に難しくなっているということでございまし

て、事故発生当初は敷地の周辺の線量等から逆算して求めるですとか、ある

いは解析等で求めた値もほぼオーダーとしてあっておりますので、ほぼそう

いったデータであると思っておりますが、現時点それから 4 月以降に関して

は相当レベルが低くなっているので、なかなかそういった手法が使えないと

いう事から、評価に時間がかかっております。また今回 10 億 Bq/h という事

で評価しておりますけれども、こちらの方を年間ですとかに直しましても事

故発生当時に放出しただろう 10の 17 乗 Bqといったようなオーダーには届き

ませんので、支配的な要因は事故発生当初がほとんどだというふうに思って

おります。 

 

○司会  

他にご質問ある方いかがでしょうか。では、前の男性の方。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：すいません。ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。まず松本

さんにご質問なんですが、昨日も同様の質問させていただいたんですけれど

も、毎時 10 億 Bq の保守的な数字という事で、推定値ということなんですけ

れども、先ほど原子力安全委員会でですね、その質問をしたところ、原子力

安全委員会としては、若干測定方法に疑問があるように私は印象を受けまし

た。それで原子力安全委員会としては、測定方法をまた改めて測定を行うよ

うに進言したというお話をお伺いしたのですが、それについては認識をされ

ておりますでしょうか。 

 

Ａ：（東電）はい。原子力安全委員会さんの方でどういう議論がされて、事業者

の方に具体的な指示があったかどうかについてはちょっと把握しておりませ

んけれども、今回の放出放射能量に関しましては、発電所の西門付近で現在

観測されているダストが全て原子炉から飛んできているというふうに評価し

たものでございますので、そういう意味では少しやり方として乱暴と言いま

すかそういった面があろうかとは思いますけれども、現時点で評価きる方法

ではこれを使ってみたという事でございます。したがいまして、今後は建屋
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の屋上ですとか、継続的に測っておりますので、建屋の屋上のサンプリング

結果、あるいは原子炉建屋の各階のダスト放射能量を測って、より現実に近

いものはどういった値なのかを調べて行きたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：そうしますと、やはり若干多めということではあるんですかね。10 億 Bq よ

りも実際もう少し低めだという感じはお持ちだということでよろしいですね。 

 

Ａ：（東電）はい。この数字に関しましては保守的と言いますか、多めの値だろ

うと思っております。 

 

Ｑ：最後に、その測定ですけど今回は６月 20 日から 28 日の間の測定で 10 億 Bq

と承知しておりますけれども、今後の予定としてはいつ頃測定をされて、い

つ頃新たに公表するというのは、スケジュールは見通しはたってないんでし

たっけ。 

 

Ａ：（東電）はい。逆にですね、敷地境界でのダストの量から測定するというの

は少し難しかろうと思っております。６月のこの値を使いましても、７月の

値を使いますと、ＮＤという形で、ほぼ検出限界未満の状態が出てきており

ますので、この値を使いますと、更に低い値になろうかと思っております。

したがいまして、敷地境界に飛んでいるダストがほとんど全部原子炉から出

ているという評価方法よりも、今後は建物から実際にどれだけ出ているのか

ですとか、あるいは少し高いところに水盤という形で、桶と言いますか、た

らいのような物を置いて、実際に降ってきている物はどれくらいなのかとい

う事をよく調べて行きたいというふうに考えております。したがいまして、

少し時間を必要といたしますので、今のところいつまでにこの評価をすると

いう事まではまだ申し上げる段階ではございません。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。後もう１点、ごめんなさい、文

科省の坪井さんにお伺いしたいと思います。ちょっと改めて基本的なことを

お伺いしたいんですけれども、文科省としてはＩＣＲＰに対してはどのよう

な評価をされておるんでしょうか。と言いますのは、なぜかと言うと、本日

原子力委員会で配られた資料の中に福島県内で、児童生徒との日常生活にか

かる専門ヒアリングの議事録、これＡ４ぺらございます。この中に各出席者

の専門家の方々が、かなりＩＣＲＰの知見を基に発言をされているんですね、

そういった意味でございます。 
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Ａ：（文科省）今回のヒアリングでは、それぞれのお立場からの意見を表明いた

だいたので、それと文部科学省がどうかということは、必ずしもないわけで

ございますけども、基本的には暫定的考え方で示した、いわゆる今で言えば

緊急時被ばく状況ではなくて、学校が再開するというのは、当時は残存被ば

く状況という言葉を使っていませんでしたけども、１から 20mSv という幅の

中で考えるという、この中で学校も考えていくというのが基本的だったかと

思っております。その中でちょっと誤解されてしまったのが、20 mSv までは

いいんだということでとられてしまったんですが、あの時はあくまでも計算

して、逆算した計算の中で学校の校庭に１年間いるというなかで逆算すると

3.8μSv 毎時という値が出てきて、これ以上の値の学校については使用の制限

を一部かけるという形で、そこだけが基準だったという理解で、その後、実

際にただ 3.8μSv 毎時の校庭の学校は周辺がそうではないので、生活時間を

全体を計算すれば、そこの最大でも 9.9 mSv ぐらいだろうとか、学校の生活

時間だけに区切れば、その時確か 1.67 mSv ぐらいの計算がされたのですが、

校庭の線量率も今、下がったということで学校の空間とか学校の生活時間の

中では１mSv 以下を目指すと、そこの１mSv というのは、そういう形で学校の

空間と時間の中で目標に使っている、考えているということでございます。 

 

Ｑ：文科省とされましても、ＩＣＲＰにつきましては参考にしたということで、

一定の評価をされてるという、そういう理解でいいんでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）その意味では、１から 20 という基準はＩＣＲＰで言われている

のを使って考えていくということは、暫定的考え方の中で述べさせていただ

いているので、それはそのとおりでございます。 

 

Ｑ：今回の専門家ヒアリングの書類のなかで、ふと思ったんですけど、もうち

ょっと遅いかもしれませんが、例えばＩＣＲＰの方々を招へいして、いろい

ろ様々な知見をお伺いするなり、ＩＣＲＰ以外の方々、専門家、国際標準と

なり得る専門家の方々を招へいして議論していくなかで、なぜかというとそ

の中で国民の理解というのが深まる可能性があると思うんですけど。その点

について今までそういう発想はなかった、あるいは今後の予定としてもそう

いうのは無いんですか。 

 

Ａ：（文科省）そうですね、文部科学省単独でやるのがいいのか、ある意味では

ここの考え方も、あるいは原子力安全委員会に助言を求めて差し支えないと

いう答えをいただいた上で、原災本部ですね、本部決定の中でやっておりま
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す。またＩＣＲＰも外国人だけがメンバーではなくて、当然ＩＣＲＰの日本

人のメンバーの方もいらっしゃるので、そういった意味でＩＣＲＰの全体の

話しは、そういった方から聞いて政府としては対応してきているという理解

でおりますが。ただご指摘のように世界の方を呼ぶという事などは。 

 

Ｑ：別に日本人でも構わないんですけど。 

 

Ａ：（文科省）はい。 

 

Ｑ：つまりＩＣＲＰの数値ということだけが取りあげられて、それで進んでき

たような気がするので、国民の理解という点においては、やはりそういった

専門家の意見をダイレクトに聞いたうえで、国民にも公開というそういった

プロセスも、今になって考えてみれば必要だったのではないかなと、その背

景としては専門家ヒアリングで、かなりＩＣＲＰという言葉が各委員から出

てきておりますので、そういうふうな質問をしたということです。 

 

Ａ：（文科省）国民の理解を得る方法として、非常にいいアイデアだと思います。

そういったことも含めて文科省単独で出来るのか、安全委員会とかいろいろ

なところと関係してやるのか、すみません政府レベルで、私が承知してない

だけかもしれませんが、国際的なそういうシンポジウム的なものは、いろい

ろ計画があるのではないかと思います。ちょっとその辺確認してみたいと思

います。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：度々、すみません。今のＩＣＲＰの関係で文科省の坪井さんにお伺いした

いのですが。先ほど加藤さんの方から、安全委員会の方から緊急時被ばくか

ら現存被ばくに移行する際に、ステークフォルダーの議論が必要だという考

えが出ていたのですが、ＩＣＲＰというのを基準にするのであれば、緊急時

被ばくの設定の際にもどのくらいの線量にするものかというのを含めてステ

ークフォルダー全体の意見を聞くのが必須だと思うんですが、これまで殆ん

どやっているように思えないのですが、その辺はいかがでしょか。坪井さん

お願いできますか。 

 

Ａ：（文科省）そういう意味では、計画的避難区域の数字の設定とかは、本部が

安全委員会に諮問して、安全委員会が４月10日に答申をして決めてますので、

そういった被ばく状況の判断は、文科省の担当部分ではないと思っておりま
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す。その上で学校再開の時にはどういう形でやるかというのは、文科省が考

えるべきことであるので考え方を示して、原子力災害対策本部を通じて、保

育園とかもありますので、厚生労働省と共に諮問した形でいただいた答申は、

学校については文部科学省が、保育園の関係については厚生労働省が福島県

に伝えるとか、そういう形で対処してきてるわけですが、そもそもの緊急時

被ばくと計画的避難区域の設定というのは、これは本部と安全委員会の中で

やり取りされたものでございます。安全委員会が４月 10 日に開かれた時は、

原子力安全・保安院が政府を代表して諮問をして、説明していると、そのよ

うな役割分担ではあります。 

 

Ｑ：分かりました。ただ学校再開の時の混乱を含めても、もう少し当時、過去

の話しになりますけれども、そういった現地での議論なり話し合いなりとい

うのが必要だったという認識はございませんでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）確かにステークフォルダーから聞いてから決めたということでは

なくて、本部から安全委員会に諮問して決めた後に、ＰＴＡの方々に説明を

したという、そのような順番ではあったので、学校再開と新学期が始まると

いうタイミングの中だったので、今から考えるとなかなかスケジュール的に

は辛かったとこがあるんですけども、今後はやっぱりステークフォルダーの

意見を聞くようなプロセスというのは非常に重要だろうと思います。 

 

Ｑ：分かりました。その関連で安全委員会の加藤さんに。最初の緊急時被ばく

の設定の際にも、ステークフォルダーのそういった議論は必要だったように

思うのですが、当時その点触れられなかったのはなぜかというような理由は

ありますでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）すみません、緊急時被ばくとおっしゃってるのは最初の避難とか

なんかですか。 

 

Ｑ：最初の避難のあと、要するに今の段階まで緊急時被ばく状況は続いている

と、４カ月も経っているので、その間含めてそういった議論があってもよか

ったのではないかなと思います。 

 

Ａ：（原安委）そういう意味では、計画的避難区域を設定する際には、まず安全

委員会の方ではそういうコンセプトを出したわけですね。そのあと政府の方

で実際にどの市町村をそれに当てはめるかという協議を、1週間以上かけて確
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か福山官房副長官、当時は内閣府の副大臣されてました平野副大臣など、現

地に出かけていって市町村長、あるいは住民ともいろいろお話し合いすると

いう形でのステークホルダー・インボルブメントが行われたんではないかな

というふうに考えております。 

 

Ｑ：ごめんなさい。当初もそうなんですけれども、その後の４カ月、この４カ

月間にもそういったものが必要だったのでは、要するに細かい対応という意

味では。 

 

Ａ：（原安委）そこはむしろ現地対策本部の方で被災者支援チームと連携とって、

いろいろ対応されてるようでして、むしろそこら辺の状況どうなってるかは、

対策本部の方からお答えいただいた方がいいかと思いますけども。 

 

○司会 

他にご質問ございませんでしょうか。 

 

＜東京電力からの本日の作業状況説明について＞ 

○東京電力 

 それでは東京電力の方から、本日の作業実績等につきましてご報告をさせ

ていただきます。原子炉への注水の状況でございますけれども、本日、午後

２時、14 時現在、１号機は 3.8ｍ3/h、２号機も 3.8ｍ3/h、３号機は 9.1ｍ3/h

でございます。それから格納容器の窒素の封入の状況でございますけれども、

最新実績まだありませんので、後程お届けさせていただきたいと思います。

それから、使用済燃料プールの冷却の状況ですけれども、２号機は14時現在、

34 度。３号機は 17 時現在、30.9 度でございます。繰り返しになりますが、

３号機は本日、電源停止の関係で、８時 02 分から 14 時 52 分の間、冷却設備

の方は停止いたしました。８時の時点の水温は 30.5 度。15 時の時点で 30.7

度でございました。それからタービン建屋の溜り水の移送でございますけれ

ども、本日２号機は 16 時 04 分。３号機は 15 時 59 分に移送の方を一旦停止

いたしております。それから６号機でございますが、本日は 11 時から仮設タ

ンクの方への移送を行っております。メガフロートの方の移送は台風接近の

ため、本日、中止いたしております。続きまして、各建屋の水位の状況です。

プロセス主建屋の水位は、16 時現在 6,252 ミリで、午前７時と比べますと、

66 ミリの上昇になります。雑固体廃棄物減容処理建屋は 4,354 ミリで、午前

７時と比べますと、54 ミリの上昇になります。トレンチの水位の状況です。

16 時現在１号機はダウンスケール中。２号機は 3,511 ミリでございまして、



34 

 

午前７時と比べますと１ミリの上昇になります。３号機は 3,729 ミリで、午

前７時と比べますと４ミリの上昇です。タービン建屋の水位です。16 時現在

１号機は 4,920 ミリ、変化はございません。２号機は 3,522 ミリで、午前７

時と比べますと、２ミリの上昇になります。３号機 3,598 ミリで、午前７時

と比べますと３ミリの低下です。４号機 3,607 ミリで、午前７時と比べます

と２ミリの上昇になります。それから１号機原子炉建屋地下１階の水位です

けれども、4,992 ミリで、午前７時と比べますと 71 ミリの上昇になります。

本日 16 時の値です。それぞれの作業の状況です。４号機、使用済燃料プール

底部の指示構造物の設置工事ですけれども、８分の７段目のコンクリート打

設終了いたしまして、明日は８分の８段目の打設の準備を行います。それか

ら、がれきの撤去の状況になります。遠隔操作によりますがれきの撤去に付

きましては、本日３、４号機タービン建屋間、タービン建屋海側の道路のが

れきの撤去を行っておりますけれども、コンテナの改修としては０個でござ

います。累計量といたしましては、419 個のままでございます。それから循環

型海水浄化装置につきましても、本日は台風接近のため中止でございます。

それから夜の森線の２回線の復旧工事でございますけれども、９時 57 分から

16 時 54 分に夜の森の復旧、２回線の復旧工事のための電源切り替え等を行っ

ております。それに伴いまして、３号機の代替冷却設備が８時 02 分から 14

時 52 分停止いたしております。それから共用プールに関しましては８時 40

分から、14 時 41 分に停止いたしましたけれども、冷却の方は再開いたしてお

ります。それから明日は、Ｔホークによります、ダストサンプリングを予定

いたしております。時刻といたしましては、午前４時 30 分から午前６時の間

でございまして、２号機原子炉建屋のブロアーウトパネル付近のダストをサ

ンプリングする予定でございますが、雨、強風等によります天候の悪化の場

合には中止いたします。なお、こちらに関しましては、Ｔホークの予備機を

使いますので、現在２号機の原子炉建屋屋上に不時着してますＴホークに関

しましては、まだ未回収でございます。それから１から４号機の、取水口南

側の鋼管矢板の生息工事につきましては、台風のため現在中止でございます。

それから併せて３号機のタービン建屋屋根の雨水対策工事で、１箇所ベンチ

レータが開きっぱなしになっておりますけれども、明日は、クローラクレー

ンによりましてデッキプレートで設置する予定になります。それから水処理

の状況でございますけれども、処理に関しましては、現在 8時 38 分から停止

した状況でございます。運転を再開いたしましたら、明日の会見時に実績等

をご紹介できればというふうに思っております。なお、電源の停止に伴いま

して、処理システムの停止に伴いまして、本日はベッセル３塔の交換を実施

する予定でございます。それから最後になりますけれども、先ほど申しあげ
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た 10 時 40 分頃発生いたしました、体調不良者でございますが、いわき共立

病院の診断が出まして、こちらに関しましては熱中症ではございませんでし

た。本人の持病ということでございます。東京電力からは以上でございます。 

 

○司会 

  冒頭、お話ししました、原子力施設の安全性に関します総合的評価の説明

でございますけれども。経済産業省におきます説明はもう終わっておりまし

て、今、説明者がこちらに向かっているところでございます。蕎麦屋の出前

みたいな言い訳で大変恐縮でございますが、少し休憩を取らせていただいて、

到着次第、説明の方を始めさせていただきたいと思いますがよろしいでしょ

うか。大変恐縮です、一時、トイレ休憩とさせていただければと思います。

大変恐縮でございます。 

 

＜休憩＞ 

 

○司会 

皆さん席にお戻り次第、始めさせていただきたいと思います。この以降で

すけども、保安院と安全委員会だけ残って、東電と文部科学省は退席させて

いただこうかと思いますが、よろしいでしょうか。両者に対する質問はござ

いますか。よろしいですね。では、東京電力と文部科学省は退席をさせてい

ただきます。それでは早速でございますが説明を始めさせていただきます。 

 

＜安全性に関する総合的評価について＞ 

○原子力安全・保安院 

 すいません大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。経済産業省の方

のプレスの時間が少し長引きまして、申し訳ありませんでした。それでは資料

でご説明をさせていただきたいと思います。まず最初にＡ４の縦長の文書の資

料についてご説明をさせていただいた後、資料の後ろの方にパワーポイントが

入っているかと思いますけども、そのパワーポイントで具体的にどういう評価

をしようとしてるのかについてのご説明をさせていただきたいというふうに思

います。まず最初に、今日原子力安全委員会の方にご報告をさせていただいた

ものについてご説明をさせていただきます。縦長の紙でございます。前回ご説

明をさせていただきまして、今回安全委員会に報告するにあたって、変更した

ところを中心にご説明をさせていただきたいと思います。まず１ページ目でご

ざいます。１ページ目で変更いたしましたのは、２.の評価対象時点のところで

ございます。ここについては、前回原子力安全委員会の方にご報告をさせてい



36 

 

ただいた際には、平成 23 年７月 31 日時点の施設管理の状態ということで、案

を作ってございましたけれども、安全委員会の中でも、１次評価については提

出する時点がそれぞれ変わってくるということもあるということで、１つの時

点で固定してしまうのはどうかというご指摘もございましたので、今回報告時

点以前の任意の時点、ある時点を指定し報告する、電力会社の方々に指定をし

ていただいて報告をするという形に変更をしてございます。それから、次のペ

ージでございます。１次評価のところの２行目のところに、許容値等という言

葉がございます。 

こちらの許容値等の等について、原子力安全委員会にご報告を先週いたしま

した際に、この等の意味するところについては、口頭でご説明をしたところだ

ったのですけれども、それについては明確に文書の中に書いておくようにとい

うご指摘をいただいたので、それについては注意書きという形で本文の中に書

き込んでございます。米印のところでございまして、許容値が最終的な耐力に

比して、余裕を持って設定されている場合については、技術的に説明可能な範

囲において、その余裕を考慮して用いても良いということで、現実的な評価を

するために、許容値を超えて技術的に説明できる部分についてはそれを採用し

ていただいても構わないということについて書き込んでございます。 

それから、２ページ目のところ、ぽつが４つございますけれども、そのうち

の２つ目のところでございます。想定する自然現象は地震及び津波とする。こ

れらの重畳についても想定することとするというふうにしてございます。前回、

安全委員会にご報告をした際には、地震と津波の重畳、いわゆる複合事象につ

いては、２次評価の対象ということにしてございました。これに対して、今回

福島で発生をいたしましたのは地震と津波の重畳した事象でございますので、

それについて１次で評価をしないということについては、そのままではなかな

かご理解をいただくのは難しいのではないかというご指摘もございましたので、

地震と津波の重畳については、１次でも実施をしていただくという形にしてご

ざいます。それで、更に２次評価においてはということでその先でございます

が、そこの文書の一番最後のところ、必要に応じその他の自然現象の重畳、イ

メージをしておりますのは地震が起きた時に、大雪、大雨があるといった場合

には、いろんな対策について制約面が加わることがございますので、その他の

自然現象については、重畳した場合にどういうふうな対応になるか、というこ

とについての評価の中で考慮してもらうということを記載してございます。 

それから、３ページ目でございます。５.の１次評価実施事項のすぐ直前のと

ころでございますが、１つ項目を付け加えております。これは安全委員会での

ご審議の中で、マイプラント意識を持って事業者に評価をしてもらう必要があ

るというご指摘をいただきましたので、それについてこの文書の中に書き込ん
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だということでございまして、この取り組みが自らの発電所の余裕や、潜在的

な脆弱性を把握し、安全を考慮するためのプロセスの一環であることを意識し

て実施をして欲しいということについて明記をしてございます。それから、記

載の表現ぶりだけではございますけれども、5.1 の評価の実施事項というところ

で、（１）地震の②のところに、クリフエッジの所在を特定する、また、その時

の地震動の大きさを明らかにするということが書いてございます。前回には、

ここのところにクリフエッジと弱点という２つの言葉を並べて書いてございま

して、弱点とクリフエッジの関係について分かりにくいのではないかというこ

とで、書き方をシンプルに整理をするということで、今回の案としてはクリフ

エッジを特定するということで、設計上燃料の損傷にいってしまうようなター

ニングポイントということについて、クリフエッジという言葉で表現をしてご

ざいます。 

続きまして４ページ目でございます。（３）地震と津波との重畳ということで、

先ほど申し上げました地震と津波の複合事象については１次評価の項目として

１項目を立ててございます。 

それから、４ページ目の最後のところですけれども、これも１次評価と２次

評価のカバーしている範囲を少し揃えた方が良いのではないかということで、

既に実施をしておりますアクシデントマネージメント対策について、ＰＳＡの

結果を使って燃料の損傷が起きるのを、それから格納容器を破損するのを防ぐ

という対策がとられているわけですが、これにおいてはやはりＰＳＡの中でイ

ベントツリーを作って、炉心損傷にいくシナリオを探すと、それに対する対策

を取るというようなことをやっておりまして、これについては今回、１次評価

２次評価である評価と非常に近いものがあるということで、それについては同

じように評価として含めていただこうということで、１次評価の中では既に取

られているアクシデントマネージメント対策について書いていただくと。ただ

これまで、アクシデントマネージメント対策についてはその対応策について、

多重防護の観点からの整理というのをしておりませんので、その辺のところの

整理をした上で評価した結果ということで報告をしていただこうという形にし

てございます。それから、６の２次評価の実施事項については、③のところの

一番最後、地震と津波についてそれぞれ③の一番最後の行ということで、なお

書き以下のところで、自然現象の重畳ということで先ほど申し上げました大雪

だとか大雨だとか台風だとか、そういったような自然現象が重畳することによ

って厳しい条件になる場合については、評価の中に加えてもらうということの

記載を追加してございます。見直したところの大きなところは以上のような内

容でございます。 

続きまして、これも安全委員会に、先週ご報告した際に指摘をいただいたと
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ころですけども、実際、具体的にこの総合的安全評価の中で、どういった評価

をやるのか、具体的な作業としてどのような内容のものになっていて、どの程

度の深さの分析をするのだろうかということについて、イメージがわきにくい

というご指摘をいただいておりましたので、それについてご説明をするために

ということで作成をしたものでございます。資料の中には２種類パワーポイン

トが入っておりまして、その前の方のパワーポイントでございます。後ろの方

は、今日は、安全委員会の方には参考資料ということで、今後私どもの方で地

元とかに説明する際にというために作ったなるべく分かりやすくした資料とい

うことでお付けをしたものですが、その前の方の資料をご説明したいと思いま

す。発電用原子炉施設の安全性についての総合的評価、総合的評価だけが書い

てあるものでございます。それでは、スライドの１についてご説明させていた

だきます。 

ここでは今回の評価で実施する中身について、先ほど資料の中で①②③とい

うふうに３つがございましたが、それぞれについて少し解説的にどういった中

身ですというようなことを書かせていただいたものでございます。一番最初の

ポイントが①に相当するものでございます。建屋系統機器等における安全裕度

の評価、②に相当しますのが２つ目のもので、安全設計における安全裕度の評

価、３つ目が燃料の重大な損傷を防止するための措置の評価ということで、ま

ず一番目のところは原子力発電所でいろんな施設を構成しています機器単位、

コンポーネント単位で物が壊れるかどうか、そこの評価の中でどのくらいの裕

度が含まれているのかということについての評価をしていただくというのが１

つ目の点でございます。 

それで２つ目の点については原子力発電所については安全設計として、いろ

んな措置がとられてございまして、たとえ１つの機器が壊れたとしてもそれを

代替する設備、若しくはそれを補完するような機能があって、何か１つの設備

が壊れたからといって直ちに炉心の損傷に向かっていくというわけではござい

ませんので、そういった安全設計において、どのような多重性、多様性をもっ

て燃料の損傷に至ることを防いでいるのかということについての評価をしてい

ただくということを２つ目としております。それから３つ目はそういった中で

燃料の損傷を防止するための措置自体が、いろんな措置が取られ、燃料損傷に

行かないためにいろんな対策の段階で多重性をもった措置が行われているとい

うことについて整理をしていただくと、つまり機器レベル、システムレベル。

そして燃料が損傷していくというシナリオが分かったところでそのシナリオを

止めるための対策レベルというこの３層にわたって重大なことが起きないよう

に対策が取られていることについて評価をしていただこうということでござい

ます。具体的には２ページ、スライドの２以降に書いてございます。 
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まず最初に、スライドの２にございますのは、建屋と機器における安全裕度

の評価でございます。こちらの手順としては、まず最初にやってもらいたいと

思っていますのは評価対象とする機器として、どういった機器かということの

特定でございます。これについては安全上重要な機器、耐震安全上重要な機器

ということを原則としてございます。それに加えて確率論的安全評価の中で、

炉心損傷に関係し得ると評価されているようなものについては、その評価の中

に付け加えてやっていただこうということでございます。具体的にどんな施設

かというものが、後ろにある表に付けているものでございまして、安全上重要

な機器というものについては、原子力安全委員会の重要度分類指針にございま

すクラス１機器というものを想定してございます。 

それから次のページ、３ページですけれども、耐震安全上重要な機器に関し

ては、耐震指針にあります安全上重要な機器に関して S クラスというものを想

定しております。それから確率的安全評価の中で燃料の損傷に関係し得る機器

ということで、ここにあげておりますのは発電所の外に繋がっております電力

系統と連系するところの機器を幾つか例としてあげてございます。主変圧器、

起動用変圧機、これが壊れますと送電線との繋がりが切れてしまいます。原子

力発電所については、通常安全評価の中では外部からの電源は失われるという

評価をしていまして、そのために非常用発電機の安全性を高めるということを

やっているというわけですけれども。したがって外部電源に繋がるところの信

頼性については、基本的には期待をしないということで安全重要度は低くして

ございますけれども、評価をいたしますと外部電源が無くなると、ある確率で

起こる非常用ＤＧの立ち上げの失敗というのもあると、炉心損傷に至るという

ことで、ＰＳＡの中では外部電源というものは評価をするということになって

おります。そういった機器も必要に応じては評価に入れていただこうというこ

とでございます。 

続いて４ページ目で、対象とする機器を特定した上で、実際にどの程度の地

震若しくは津波が来るとその機器が損傷若しくは機能を失うのかという評価を

していただくと。そのためには設計上の想定を超える事象を設定しまして、そ

れに対する応答として得られた評価値、例えば地震ですと、ある地震動が加わ

りますと、機器、配管に力、応力が発生いたします。その応力を評価するとい

うことでございます。それで評価された応力の値が許容値、これを超えると構

造健全性、機能が失われたと判断される値と比較をして、どれだけその二つの

値の間に開きがあるのかということの評価をしていく。仮に地震動がどんどん

大きくなっていきますと、評価された値も上がっていって、いずれ許容値に達

してくると。その許容値に達するところというのはどのくらい地震動をかさ上

げしたところになるのかという評価をしていただくということで、そこの手順
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についてフロー図の形で書いたのが、その下にあります地震津波の評価フロー

図であります。 

地震の例にとりますと、設計上想定されている地震動があって、それに対す

る評価値を出します。評価した結果を踏まえて、健全かどうかの判断をして、

もしまだ健全だということであれば、さらに地震動を高くしていくと。それで

ある地震動まで達したところで対象部位の健全性が失われるということであれ

ば、そこまで地震動を高めることができるということで、それを裕度として評

価しようということでございます。それで５ページ目と６ページ目のところで

は裕度を測る上での許容値等、等をつけてございますけれども、許容値等につ

いてどういったものを考えているのかということで、これで１次評価と２次評

価の違いも出てまいります。１次評価においては許容値としては、安全審査指

針類、基準類に規定されたものを適用するのを原則といたします。ただ、構造

健全性、機能の維持を説明することが可能であれば許容値を超える値を適用す

ることも可能にするとしております、２次評価においては現実的な評価を行っ

て、実際に構造健全性、機能が失われるところまでの値を適用するということ

でございます。で、具体的にどんなことになるのかというのはその下に模式図

として示しているものでございます。図の右側に応力歪み線図というものがご

ざいます。これは材料の特性を示す図で、引っ張り力、力をかけていくとだん

だん材料は伸びていきます。それが変形になります。段々と伸びていきますが、

いずれかのところで伸びが増えていって、それで段々びゅーっと伸びてしまっ

ていずれ破断をする、切れるということになります。その状況を示したのがこ

の図でございます。それで許容値というものについて考えますと、実際に物が

切れる値、試験で確認した材料の強さという値、これがまず本当に物が壊れる

かどうかというところの強さになります。ですが、いわゆる基準類に設定をし

ております材料の強さというのは本当に切れる、破断をするというものよりも

少し割下げた、少し低いところで規格上の材料の強さというものは設定されて

おります。つまり、ここである程度余裕をもって規格というものは作られてい

るということでございます。その上で設計をする際には、どういう設計をする

のかというと、規格上、材料はここまで使っていいですよということが認めら

れているとしても、それいっぱいに設計していいですよということを普通はや

っていませんので少し低いところを設計基準上の許容値として設定して、その

範囲の中で作ってくださいということが、通常、規格基準類の中では行われて

ございます。で、実際に設計上想定をした状態というものについて言えば、そ

の下に設計上想定する地震の発生時に加わる力という黒い点線のラインがあり

ますけれども、当然ながら設計上想定するものは許容値よりも低い数字でなけ

れば合格になりませんので、実際の物は設計上の許容値よりも低いところで作
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られるというのが一般的になります。したがって想定していた以上の地震が来

たとしても評価をしている部位については許容値まで達しないということで、

ある程度高くしていくと許容値まで達する。そこのところまでが、まず１次評

価でやっていただく余裕ということになります。 

２次評価においては本当に物が壊れるかということですので右側のところに

ございますけれども規格上の材料の強さを超えたところまで、実際には物が壊

れないというふうな形で評価をしていただいて、ということでございます。６

ページ目については、建物についての安全裕度について図示したものでござい

ます。時間も余り長く取れないと思います。ここは説明を省略させていただき

ます。続いて７ページ目にいかせていただきます。以上のような評価をした結

果としてまとまってくるものということでの評価例をこの７ページ目に書いて

おります。発生応力等の評価値が許容値と等しくなる地震や津波とはどの程度

設計上の想定を超えたものであるか評価をするということで、この表の上のと

ころ、例えば原子炉容器ですといろいろ地震動をかけていきますとだんだん力

が加わってきて、評価部位として、例えば一番弱いところとして冷却材出口管

台というところで発生応力がいくら、許容値がいくらとすると、発生応力から

許容値までは１．何倍ある。したがって想定している地震動よりも１．××倍

大きな地震が来ない限り発生応力は許容値に達しないということで裕度を測る。

こういったような個別の機器に応じての評価を一覧表にまとめるというのが、

まず最初のステップということでございます。 

続いて８ページ目のところでシステムについての安全裕度ということでござ

います。これは確率論的評価において、我々のよく使うイベントツリーという

ものがございます。これはある機能が失われても、幾つかのバックアップが用

意をされていて、それらについて成功したら、失敗したらということで、炉心

が壊れないように安全機能を順番に設計してございます。それを順番に並べた

ものがイベントツリーになります。イベントツリーの中にある安全機能が個別

の機器が壊れるか壊れないかということで、本当に機能するかどうかというこ

との評価をいたします。その際の入力として機器が壊れているか壊れていない

かということについては第１ステップ目で行った評価結果を使うということで

ございます。具体的には９ページ目をご覧いただければと思います。原子炉の

炉心が壊れないようにということでは、どういう安全機能が備わっているかと

いうと、一例でございますけれど、原子炉を停止させる、原子炉を停止させた

後、非常用発電機で電源を供給する、蒸気発生器へ水を供給して炉心の熱を蒸

気等の形で外に逃がしてやる、そして、原子炉へ注水してやるといった、幾つ

かの機能が実現することによって炉心は守られているわけですけれど、それぞ

れの機能について地震動が来たときに機能が維持されているかどうかというこ
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とについては、、例えば原子炉が停止をするためにはいろんな機器が動かなけれ

ばならない、その機器が動くかどうかということについては第１ステップ目で

ありました幾つかの機器が壊れる、壊れないという評価がございますので、そ

れで地震動、例えばＡ１であれば幾つかの機器が壊れるけれどこの原子炉を停

止させるための機器は生き残っているかどうかということの評価をして、例え

ばＡ１であれば原子炉停止については機能は維持されている。ある程度大きな

地震動にいかない限り、この機能は失われることはないといったテーブルを作

っておくということでございます。この表でいきますとＡ１だと全ての機能は

生きている、Ａ２以上になるとタービン駆動の蒸気発生器への給水が失われる、

Ａ３になると全ての蒸気発生器の給水が失われる、Ａ４になりますとそれに加

えて原子炉への注水が失われるということになります。これを使って、上にあ

る、これがイベントツリーというものですけど、イベントツリーの評価をする

ということで、原子炉の炉心が壊れないためにこういった機能が順次用意をさ

れていて、事故、トラブルが起きたとしても炉心が溶融しないようにという設

計がされているというものに当てはめて、例えば地震が起きて外部電源喪失が

起きたときには、原子炉が停止をして、その後非常用発電機が必要になる。非

常用発電機については、Ａ１、Ａ２、Ａ３，Ａ４全てを見て非常用ＤＧは生き

残っているので、Ａ４の地震動が来るまで非常用発電機は機能するということ

で、上のパスに行くと。それでその次に用意されている機能が働くかどうかに

ついて言えば、蒸気発生器への給水ということについてはＡ３、Ａ４に至らな

い限り維持されるということで、Ａ３を超える地震動が来たならば、その下の

パスの方にいってしまうということで原子炉への注水が実現しなければ炉心が

損傷するということになる。このときにＡ４を超えた地震動であれば原子炉へ

の注水も失われるということで、ここまで来ると炉心が損傷することは避けら

れなくなってしまうというような評価をいたします。こういった評価をした結

果炉心にいたるパスというのは原子炉の停止がうまくいって非常用発電機もう

まくいって、それで蒸気発生器の給水がうまくいかなくなって、原子炉の注水

がうまくいかなくなる。こういうパスが見つかるわけですけども、これを眺め

てみますと蒸気発生器への給水機能あるいは原子炉への注水機能を守ってあげ

れば炉心損傷が防げるということで、対策としてこの２つの信頼性を上げてあ

げればいいということで、そこに対策を打つということがこういった評価をす

る中から出てくるということでございます。10 ページ目がそれらをまとめたも

ので、インプットデータとしては、一番最初のステップでありました個別の機

器ごとに地震動にどれだけの裕度があるかという評価をして、それをイベント

ツリーを活用した先ほど申しました解析をいたしまして、地震動を少しずつ上

げていったときにそれぞれのイベントツリーの失敗、成功の分岐を評価をして
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いって最後、ある地震動を超えると炉心の損傷に行ってしまう。この場合には

アルファ倍に達するまでの裕度があるといったような評価ができるということ

でございます。 

それで次、11 ページ目で炉心が損傷してしまうことが分かったところでそれ

への対策としてどれが取れるのかということがございます。その対策として取

られているものについて、どう制御されているのかということについて評価を

するというのが次のステップでございます。 

12 ページ目、これが一例として書いてあるものでございますけれども、例え

ば全交流電源喪失という事象があったとするとまず外部電源喪失があって非常

用発電機が動きます。非常用発電機が動いている間は安定状態が維持できます

が、故障、燃料切れ等が起きますと非常用発電機は止まってしまって全交流電

源喪失となります。そうなりますと後は蓄電池しか残っていませんので、蓄電

池からの電源供給が続いている間はいいですが、それがなくなったら炉心損傷

へいってしまう。蓄電池の電源供給をカバーするものとして電源車、電源車へ

の燃料補給というものを準備しておけば、蓄電池からの電源供給が途絶する前

に電源車に切り替えて、電源車の燃料が切れる前に電源車の燃料補給をやれば

炉心損傷を防ぐことができる。こういった２つがもし準備されていれば、順次

それを適用していけば炉心は守られるということで、この例としては、緊急安

全対策では電源車燃料供給が準備をされましたので、仮に蓄電池による電源供

給のところに来てしまったとしても、ある時間が経つ前に準備ができれば炉心

損傷にいかないで済むように手当てができているというような評価ができると

いうことにでございます。 

13 ページ目は今言ったようなことを整理し直したものですので、時間もござ

いますので少し端折らせていただいて、14 ページ目、次の例、最終ヒートシン

クの喪失の場合の例についてでございます。最終ヒートシンクが失われる、海

水ポンプが失われるということですので海水ポンプの代替モーターですとか、

仮設の海水ポンプの用意をすることができれば海水による冷却が継続されると

いうことで安定状態が維持できる。若しくは原子炉へ注水するということをや

ればよいということで、その場合には原子炉に入れる水がどれだけ用意されて

いるかが大事になってきますけれども、補助給水タンクによる冷却、淡水タン

クによる冷却、海水による冷却というのが順次準備されて、それぞれ枯渇する

前に次の手当てが打てるということであればその期間は炉心損傷にいかずに原

子炉の安全が維持できる。今回緊急安全対策で淡水タンクによる冷却、海水に

よる冷却ということで、水源が確保されましたので、それによって炉心損傷に

行かないようにという対策がとられていると整理できるということでございま

す。ちょっと長くなりましたけど、こんなようなことで今回の評価をやってい
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ただければというふうに考えているところでございます。 

 

○司会 

それでは只今の説明に対しまして、質問をお受けしたいと思います。ご質問

のある方は挙手をお願いいたします。では、そちらの男性の方。 

 

＜質疑応答継続＞ 

○毎日新聞 岡田 

Ｑ：毎日新聞の岡田と申します。今回の１次評価ところで、地震と津波の複合

事象については１次評価に加わりましたけども。２次評価にある電源喪失と

ヒートシンクの喪失の複合が入ってないのはどうしてなんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）今、日本にありますような原子力発電所、普通の軽水炉は基本的

に海水で冷却をして、ポンプなどの冷却も海水でやっておりますので、ヒー

トシンクが失われますと、電源も一緒に失われるということで、個別に評価

をしますと、一方がカバーされる。すいません逆ですね。失礼しました。全

交流電源喪失が発生いたしますと、海水ポンプが止まりますので、海水ポン

プが失われますとヒートシンクが失われるという事で、要するに海水ポンプ

は全て電気で動いているので、全交流電源喪失が両者の複合事象を包絡して

しまうという事で今回は複合については必要はないということで書いてござ

いません。 

 

○司会 

はい。他にいかがでしょうか。はい、そちらの男性の方。 

 

○朝日新聞 今 

Ｑ：はい。朝日新聞の今と申します。今回ですね、１次評価の方で、津波と地

震の複合事象を加えたという事なんですが、前回の時に加えていなかったけ

れども、両方の１つの想定で含められるという理解でいたんですけれども。

今回それを変更した理由というのはどういうとこにあるのでしょうか、とう

いことがまず１点とですね。まだ２点あるんですが、許容値とですね。先ほ

どおっしゃられた１次評価、許容値と必要な安全基準という言葉の意味の違

いはどういうことなんでしょうか。あと最後にですね、許容値等という形で、

注釈を付けれられて今回お示し頂きましたけれども。これは余裕を考慮した

値というものに対して、実際にその余裕を考慮した値の方が許容値より低い

という理解で間違えはないのでしょうか。その確認をお願いいたします。 
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Ａ：（保安院）はい。まず複合の関係ですけれども。前回、我々として案を作り

ましたのは、恐らく地震、津波それぞれについて評価をすると、炉心損傷に

いくイベントツリーは、複合した場合にはそれぞれのイベントツリーを足し

たものと余り変わらないんじゃないかというふうに評価をしまして。要する

に、個別にやって出てくるイベントツリーと、同じものが複合事象で出てく

るので、個別にやっておけば複合事象をやらなくてもいいだろうというふう

に評価をして案を作っていたのですけれども。安全委員会にご報告をした際

に、やはり今回の福島の事象自身が、地震と津波の複合であるのでそれにつ

いて評価をして、こうなっていますというのを示さないで、世の中のみなさ

ん方にご説明をした時に、十分という事でご理解をしていただくのは難しい

のではないかというご指摘をいただきましたので。それを踏まえてというこ

とで今回、両方も含めた形のものを報告書としては書いていただこうという

ことに変更したということでございます。それから、許容値と安全基準です

けれども。いわゆる規格基準というものには、いろんな条項が入っておりま

して、それに対しそれぞれ、設計の時にはここまでで使いなさいという値が

書きこまれています。ですから、許容値がいろいろ集まったものが、いわゆ

る規格基準類というものであるというふうにご理解をいただければというふ

うに思っております。それから今回、許容値等で等を入れたことによって、

許容値の方が低いのかということですけれども、その関係について申し上げ

るとすると、今私がご説明させていただいたスライドの５ページ目をご覧い

ただければと思うんですけれども。１次評価と書いてある両矢印があるかと

思いますけれども。ここのちょっと上の方に飛び出したところがございます

が、この飛び出した部分が許容値等の等の部分として、加えていただいても

いいのではないかというふうに示してるもので。したがいまして、許容値よ

りも上のところまで実際には設備がもつというか、壊れない、機能が維持さ

れるというふうに考えていただくということでございます。 

 

Ｑ：追加で確認なんですけども。まず、１点目と３点目で追加の確認をしたい

のですけれども。１点目で、今説明いただいた内容ですと、世の中の方に理

解をいただけないからそういう複合事象を今回考慮してやるという事なんで

すが。そうすると実際に作業的な事では、個別のことと一緒だけれども、そ

の理解を得るために、敢えてそういう複合事象もちょっと、言い方悪くする

とやった形にしたという理解に受け止めたんですけれども、そういう事でい

いのでしょうか。その複合事象を敢えてそのやる事で、何かその別の作業が

必要になるという事ではないと、いう事なのでしょうか。あともう１つ３点
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目についてはですね。この米印の下の書き方だと、本来許容値というものに

対して本来よりも、更に余裕をもって設定されているという許容値なので実

際の許容値よりも、その場合は低いレベル、それを技術的に考えた上で、そ

の値を採用してもいいと。仮の許容値という形で採用してもいいというふう

に読めるんですけれども。その辺りは、どうなんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）まず１点目については、追加的な作業は恐らく発生しないだろう

というふうに思っております。なぜやったのかということについては、安全

委員会でのご指摘もいただきましたので、私どもとしては安全委員会のご指

摘もごもっともというふうに理解をしたので、増やしたということでござい

ます。それから、許容値の余裕で上か下かという事ですが、余裕があるとと

いうのは、この場合の許容値はある値以下にしろという基準になります。壊

れないようにということですので。そのための余裕というものを考えるとす

ると、もう少し上でも本来は機能を維持したり、ものが壊れなかったりする

ことはできるものであるけれども、許容値としてはもう少し下のところで、

使っているということなので、判断をするための値としては少し上の値を使

っても結構ですという意味になります。 

 

Ｑ：あれ、そうすると、ちょっとその繰り返しになりますけども。余裕を考慮

した値を用いてもよいものとするという。一般的にそういう値を用いてよい

となると、それ以下でもいいという意味。それより高いことに対して、それ

を用いてもいいという言い方は、普通は書き方はしないんではないかなと。

そのそもそもの余裕、許容値が高く設定されているものに対しては、計算上

もう少し低い値を許容値という形で使ってもいいと事でいいと。 

 

Ａ：（保安院）そういう意味でいきますと、今回ここでよいと言っているのは、

本来ここまでよっと言っても、もう少し上まで使ってもいいですという意味

で使ってます。 

 

Ｑ：ちょっとまた細かい事なので、またあとで詳しく。 

 

○司会 

他にいかがでしょうか。では、そちらの方。 

 

○共同通信 須江 

Ｑ：ストレステスト事で細かい点で大変恐縮何ですけども。改めて確認なんで
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すが、１次評価の対象というのは定期検査で止まっている原子炉ということ

で、つまり女川 1 号機 3 号機ですとかそういった浜岡の３号機以外というの

は止まってはいるけれども、あくまでも１次評価の対象外というそういう理

解でよろしいのですよね。 

 

Ａ：（保安院）はい、結構です。今、我々が元々持っている指標というのは７月

11 日に３大臣の名前をもって発表されたものでございまして、これは皆さん

お持ちの紙だと思いますけれど、この中には１次評価の対象として定期検査

中で起動準備の整ったものということで、あくまでも定期検査で止まってい

るものというのが対象であります。定期検査以外で止まっているものという

のは必ずしもこの中では明示されてございません。 

 

Ｑ：そうするとこれはちょっとずれた話で申し訳ないんですけど、女川ですと

か地震の影響で止まっているわけですけれどこれからいわゆる再起動などで

動く場合のプロセスというか手続き、どういったものが考えられるか改めて

確認をしたいんですが。 

 

Ａ：（保安院）こといわゆるストレステストとの関係で申し上げれば、恐らくこ

れら比較的長期間止まっているプラントというのは立ち上げる際には、通常

の場合、定期検査というプロセスを経て立ち上げるんではないかと思います。

その場合にはまさに１次評価の対象ということに入ってきますので、１次評

価を経て立ち上げると、そういうことになるのじゃなかろうかと思います。 

 

Ｑ：今止まっている地震の影響で止まっているものに関して、もしそれが定検

をしてから動かしますとなれば１次評価の対象となると、逆に言うと地震で

長期間止まっているものに関しては定期検査という形で通過しないと再起動

に至ることが出来ないものなんでしょうか。不勉強ですいません。 

 

Ａ：（保安院）今、申し上げましたのは比較的長期に止まっているものは、長期

に止まっていることによって定期検査の期間が来てしまうと、したがって定

期検査に入ってしまって、そこから立ち上げる時には１次評価の対象になっ

てしまうということが、まあそういうことになるのではないかということで

申し上げておりまして、定期検査に入る前に立ち上がった場合、立ち上がり

の準備が整った場合については通常の手続きのなかで立ち上げをやっていく

ことになるのではと思っております。 
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Ｑ：最後に１点確認させてください。これはブリーフィングで聞き逃してしま

って大変恐縮ですが、柏崎はつまり２号機、３号機、４号機が定検扱いとい

うことでよろしいですよね。 

 

Ａ：（保安院）はい、そのとおりで結構でございます。 

 

○司会 

他にいかがでしょうか。はいではそちらの方。 

 

○NHK 大崎 

Ｑ：若干技術的な話かもしれないですけど、地震については許容値というもの

が幾つもあります、許容値というか規格基準のたぐいというのはある訳で。

そこからまあ評価を導くということが出来ると思うんですけど。津波につい

てはどうやって評価されるんでしょうか。水密性だとかそういう何メートル

までだったらこのその機器がどうかという評価っていうのは、そういう個別

に評価する方法っていうのは何かあるんでしょうかっていう事と。それから

これはもう確認ですけど、１次評価に関しては設計基準上の許容値っていう

ものがどれだけあるかっていうふうなことだけという事なのでしょうか。つ

まりこの設計基準上の許容値っていうのと規格上の材料の強さっていうのは

またちょっと違うわけで、さっきからおっしゃってる設計基準上の許容値と

規格上の材料の強さっていうのが私の認識だと電気協会なんかがやっている

出している規格というのが設計基準上のものにあたるのかなと思うんですが、

その認識でいいのか、それともこの規格上のっていうところの方が３Ｓとか

４Ｓとかそういうものにあたるのか。ちょっとそこら辺の事を教えてくださ

い。あとアルファ倍という地震の大きさに関してですね、いう事を導くとき

に、そのアルファ倍というのが単純にＳｓを大きくしていくというだけの話

なんでしょうか。つまりイベントツリー上にクリティカルな機器が揺れやす

いような周期の種類の地震を仮定して、あるいはそういうものを乱しかねな

いような断層が近くにあるんだとしたらその種類の地震を例えば倍々してい

くっていうふうな事も方法としてあり得るんでしょうかということです。も

うひとつはシビアアクシデント対策の方のつまりアクシデントマネジメント

がこういうふうに取られてますというのは分かるんですけど、あくまでソフ

ト面の話、まあハード面も含まれてますけど、ソフト面の話でもあって、つ

まり運用がうまくいくかどうかってことをどう評価するかっていうことの難

しさがあるんじゃないかと思ってるんですが、その意味で多分安全委員会も

津波とか地震とかに関して複合、重複した場合どうかって事で言えばつまり
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地震が来てこうなりましたと、じゃ津波が来るかもしれないから実は作業が

屋外で出来ませんというふうなことになった時に余裕がどうなっているのか

とかですね、いわゆる作業条件みたいな事っていうのが外的事象の場合は非

常に意味があるんだろうなというのは今回の福島第一の事故を見ても思うん

ですけどその辺りをどういうふうに評価するのかっていうですね。そう考え

ていくとさっきおっしゃったようにあらゆる自然現象だとかあるいはテロだ

とかおかれた状況、条件が作業の復旧作業に与える影響っていうふうな事を

評価するっていうのは凄く大事だし、一方で難しいのかなという気もするん

ですが、その辺りどういうふうに考えておられるのかなっていうことを教え

て下さい。 

 

Ａ：（保安院）まずは津波の評価方法ですけれども、基本的には機器それぞれ海

面上どれくらいの高さに設置されているかというエレベーションがあります

ので、それがまず第一の評価になります。その上で、例えば浸水対策がある

のであれば、浸水対策でどれ位もちますかということについて評価をして、

それ以下であれば機器については、機能が失われないということで。おっし

ゃられたとおり浸水対策について、この浸水防止対策はどれだけの水圧に対

してもちますかというところの評価について、予め決まった基準があるかど

うかっていうことについては、現時点で多分ないと思いますけど、そこのと

ころの評価をしていただくということを考えています。それから基準の作り

方ということですが、今いみじくもおっしゃられたⅣＳというのは設計基準上

の許容値に該当することになりますが、設計上の基準値のⅣＳというのは、実

際の引っ張り強さに対して 0.7 倍とか 0.6 倍とかっていう数字で決まってい

ます。したがってその引っ張り強さ、材料の本当の強さというものと、設計

に際してどこまでの範囲で使っていいのかというのは、またもう一段階ある

ということで、今、申し上げたとおり材料の引張り強さについてというのは

規格上の材料の強さで、そこから 0.7 倍とかかけて設計上そこまで使ってい

いですよとしているものが設計基準上の許容値ということになります。アル

ファ倍についてどうやるかという、どういうふうに倍数をかけていくのかと

いうことについては、幾つか方法があると思うんですが、いずれにしても基

準地震動のスペクトルでやるか、それともいろんな設計に使っている波があ

りますので、それを比例倍するとか、基本的には基準地震動で使っている波

を恐らく何倍かにしていく、スペクトルごとに何倍かにしていくということ

で評価をしていくのではないかと思っております。それから重畳についてで

すけども、確かにおっしゃられるとおりだと思います。津波で作業ができな

いというのは、例えば海べりというようなことだと思いますので、津波につ
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いて評価をしておけば作業環境としては津波でどういうふうに作業ができな

いのかということで、恐らく地震で海水ポンプがもし壊れたらどうかという

ようなところが、そういう意味ではあるかもしれませんのでまさしくご指摘

にあるとおり、評価をした方がいいかもしれませんので、今回入れましたの

で、評価できるのではないかというふうに思います。 

 

Ｑ：分かりました。材料に関して言うとこの試験で確認された材料の強さとい

うのは、もっと更に別の例えば今ずっとＪＮＥＳがやっていたような震動台

実験とか数字で出しているような実データみたいのが別にあって、それと別

に規格上の材料強と想定しているものがあって、さらに実際の規格は大分下

で通ってますよとそういう３段構えという感じですか。 

 

Ａ：（保安院）材料試験も材料のばらつきがありますので、こういうふうに１つ

の線だけというわけではなくて、幾つかのデータを包絡する形で、規格上の

材料強さというのは決まってきますので、そういう意味ではばらつきを考慮

したうえで、本当に壊れるところよりも下のところで規格上の強さというの

は決まっているということでございます。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

他にいかがでしょうか。はい、じゃあ後ろの席の方。 

 

○NHK 石川 

Ｑ：ちょっと教えていただきたいんですが、全交流電源喪失とですね、最終ヒ

ートシンクの喪失との関係なんですけど、どちらかと言うと、ヒートシンク

の喪失の方が、より後に来ると考えてよろしいでしょうか。それからもう１

つ、津波の関係なんですけど、今高さと浸水ということだったんですけども、

津波の破壊力、打撃力というようなものは評価なさるんでしょうか。今回も

海水ポンプとか、海辺にあったものはほとんど破壊されたということがあり

ますので、そういうものに対する評価というのはどういうことになるのでし

ょうか。 

 

Ａ：（保安院）ヒートシンクと全交流電源喪失については、どういう事情によっ

て失われるのかによって、前後関係があるだろうと思います。津波について

ということであれば、今回の事象のように、地震に随伴して起きる津波とい
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うことであれば、地震が最初に来ますので、地震でまず外部電源喪失した上

で、津波で海水ポンプとＤＧが水没したということで、今回の場合は同時に

起きていますが、例えば地震で外部電源とＤＧは耐震クラスは高く設計され

ていますので、なかなか起きにくいことではございますけれども、もし地震

でＤＧが機能を失うということであれば、全電源喪失が先に起きて、それか

らヒートシンクが失われるということになります。要するに事象がどういう

ふうに発生をするのか、それによって前後関係というのは変わってくるので

はないかと思います。それから、津波の破壊力についてですけれども、例え

ば浸水した段階で駄目になると評価をすれば、破壊力を評価する前に、既に

機能を喪失するということになりますし、浸水してもまだもちますというの

であれば、それはその水圧の話と水撃力の話と両方評価をしていただいて、

機能がもつかというところは評価をしてもらうということになろうかと思い

ます。 

 

Ｑ：基本的なことで申し訳ないんですけれども、１次評価で保安院が、どうい

う基準、僕の理解力不足かもしれないですけども、こうなれば再稼動は許可

しないというような目安のようなものはあるんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）それは裕度がどれだけあればと言う、裕度の水準について判断す

る基準があるかどうかということでしょうか。 

 

Ｑ：いや、もうちょっと単純なところで、それは専門的に言えばそういうこと

だろうと思うんですけど、裕度の余裕がこれより下だったら駄目だよとか、

そういったものはあるのでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）私ども、今回ここでは、裕度をどうやって評価をするのかという

方法について検討しているところでございます。それで、繰り返しになりま

すが３大臣で合意されているものの中に、安全基準は満足しているけれども、

それに対して安全性についての理解が進まないということで、安全の裕度に

ついての評価をするということになってございますので、我々として安全の

裕度を測る方法をお示しをして、それによってどれだけ安心していただける

のかということについては、こういう数字でございますということをお示し

をして、後は３大臣プラス総理かも知れませんが、そこでご判断になられる

ということになっております。 

 

Ｑ：最後のところは、ある種の政治判断と言いますか、そちらの試験の結果を
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受けた政治判断という事になるということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）安心の部分については、最終的にはそういう決断になるのではな

いかというふうに思っております。 

 

Ｑ：あと１点ですね、今の日本の原子力発電所はそういう設計になっていない

からなんですけれども、素人で申し訳ないんですが、今の新しい原子力発電

所ですと受動的安全設計というものが取られているという事を聞いたことが

あるのですけれども、つまり重力で水が落ちて来るとかですね、動作をしな

くても冷却するとかですね、今後こういうストレステストをやっていく中で

既存の原発についても安全性を高める上で、そういうものを導入するという

ような考え方はあるのでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）今おっしゃられたような受動の安全機能というものは、新しい設

計のものに取り込まれているということなので、多分既設のものに改めて、

一部可能な機能もあるかもしれませんが、基本的には今の原子力発電所は受

動的に設計をされているものではありませんので、新しく取り入れるのは難

しいかも知れないと思います。今回の評価についてはあくまでも既設炉とい

うことで、今後新しく受動的な安全設計をされたものについては、またそれ

に対する安全評価ということで、改めて評価をし直すと。改めてと言います

か、新しく出てくるものですので、その時に評価をするということになると

思っております。 

 

Ｑ：あと１点だけ、すみません。この全てが失われた場合に、今回の場合、水

素爆発というのがかなり致命的なものになっていたんですけれども、水素爆

発というのは結局燃料損傷が起きない限り起こらないわけなんですけれども、

そこまでのところは、つまり燃料損傷防ぐということで、それが起きてしま

った後の事はここではテストをしないという事でよろしいでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）今回、Ａ４の縦長の紙を見ていただいて 7ページ目、一番最後の

シビアアクシデントマネージメントというところをご覧いただければと思う

のですけれども、アクシデントマネージメント対策というのは、あくまでも

燃料の損傷を防ぐだけではなくて、格納容器の機能を維持するというところ

も含まれていますので、ここに書かせていただいてますけれども、燃料の重

大な損傷を防止するための措置と、放射性物質の大規模な放出を防止する壁

を維持するという事で、今回の水素爆発については、原子炉建屋、これは 2
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次的な格納機能になっておりますので、そこについての対策というのはこの

中で考えていただければというふうに思っております。 

 

Ｑ：分かりました。どうもありがとうございます。 

 

○朝日新聞 今 

Ｑ：ちょっと先ほどの 1 次評価の複合事象の地震と津波の複合評価のことでも

う一度確認なんですけれども、前回から見直して新しく複合評価という評価

項目を加えたわけですけれども、そこで新しく何か個別の評価以外にするこ

とはないとおっしゃったと理解しているのですが、先ほど NHK の大崎さんで

すかね、おっしゃていたような形で、例えば条件ですね、津波が来るという

ような条件の中で作業が困難になるかとか、そういう状況を考えるという上

では、新しい複合評価としての基準が出て来るという理解でいいんでしょう

か。先ほど山田さんがおっしゃった中では、いわゆる浸水によって何か機器

が損傷を受けるということだと思うのですけど、もう少し環境ということを

考えると、例えば 30分後に高さ 10メートルの津波が来るとそういった時に、

作業員がそこで本当に作業が続けられるのかだとか、敷地内で作業が続けら

れるのかとか、そのような事が条件となってくるのではないかと思うのです

が、その辺りについては、そのようにお考えなのでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）元々、津波は地震の随伴事象ですので、恐らく海べりで地震が起

きた時については、津波注意報とか出る場合があるとは思いますので、地震

について評価をすれば、当然津波が来るかもしれないというのは環境条件と

して恐らく考慮はされると思います。ですから地震と津波の重畳現象という

もの、津波が本当に来てしまったらば、津波によって失われている部分で、

どれだけ地震に対する対応策として期待をしているものに影響が及ぶかとい

うようなところについて再度確認をするというようなところがあるのかもし

れませんけれども、基本的には何度も申し上げるように、津波は地震の随伴

事象ですので、作業環境とかについて言えば、地震を考慮した瞬間に津波に

よる作業環境の影響については、本来ならば評価をするべきものであろうと

思います。 

 

Ｑ：それについて１つ確認なんですが、地震というのもいろんなタイプの地震

があると思うんですけれども、その大きな津波を伴うものですとか、震度と

しては大きかったけれども大きな津波を伴わない、いろんな環境があるんで

すが。それはなかなか１つの地震があってそれの随伴事象としての津波って
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いうのは、一様には評価をできないと思うんですが、その意味でもその複合

評価の必要性が求められてるというふうに私は感じるんですけども、個別に

やっぱり津波の評価というものをするのと同時に、津波が来るという前提で

の作業状況などということが、また個別に考えられなければいけないという

ことだと思うんですけども。ただ地震だけを評価することによって、津波の

評価も含まれるっていうのは、複合事象を考えるということとはちょっと違

うんではないかと感じるんですけども。 

 

Ａ：（保安院）もともと今回の評価をするに際しては、評価をする際の前提条件

として、一番厳しい条件でどうなるかということを評価してくださいという

のは、２ページ目の（３）の評価のやり方のところに書いてありますので、

例えば地震について考えるとすると、内陸の地震で津波は来ないということ

を前提にした評価だけではなくて、当然厳しいとすると、津波の影響がある

かもしれないということを考慮して、その時の条件の中で対応策が取れるか

どうかということを、厳しい条件で評価をする中で、本来入っていくものだ

と思っておりまして、そういう意味では、いずれにしても今回、重畳を明示

的に書かせていただきましたので、そこはご指摘のとおりだと思いますので、

今回こういうことでやっていければというふうに思ってます。 

 

○司会 

他にいかがでしょうか。よろしければ、以上で本件についての質疑を終わ

りにさせていただきたいと思います。長時間ありがとうございました。次回

でございますが、明日の 16 時半からを予定、合同会見でございますけども、

明日の 16 時半からを予定してるところでございます。本日はありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 


